
令和5年度　仙台市障害者保健福祉計画の施策体系に基づく各施策の推進状況

重点分野を中心

とした主な事業

中間評価報告書におけ

る左記事業の主な課題
令和4年度質的モニタリングで出た意見等

量的モニタリング結果

（令和4年度実績及び評価）

令和5年度事業の進め方

（重点分野を中心とした主な事業）
令和５年度実績（見込み） 左記に対する評価

障害理解サポーター事業

障害理解サポーター事業について，よ

り多様な分野・業種の団体・企業への

アプローチ

・当事者の話を聞くことで，障害のある方が普段感じていることや，生活するう

えでの困難さというものを具体的に知ることができた。

・疾患だけを理解しようとするのではなくて，まずはその方自身を理解しようと

する気持ちを持つことが大切という気づきがあった。

・障害をより身近に感じるようになった。

＜サポーター養成研修＞

開催：32回

参加人数：888人

・新型コロナウイルス感染症の規制緩和等の影響もあり，研修実施件数が昨年度よりも増

加した。

・日常的な利用が見込まれるサービス関係企業等の研修申込が低調である。

＜障害当事者講師養成＞

新規講師登録者数：17名

・新規講師候補者向け養成研修を7月～8月に計5回実施し，これまで登録がなかった障害

種別の当事者も含め，計17名の講師が新規講師登録を行った。

・17名の新規登録により，登録講師は全体で38名となり，年間40回実施の目標に向けた

体制の充実が図られた。

・条例改正により合理的配慮の提供が法的義務となる民間事業者に対

し，改正条例の周知と併せ研修受講に繋がる働きかけを行う。

・年間実施件数40回に向けて，受講歴のない業種等への周知広報を実

施する。

・新規登録講師を中心に，外部講師等による研修を通じて講師の更な

るスキルアップを図る。

・若年層向けの障害理解啓発事業として，本事業の小中学生向けプロ

グラムを検討する。

※令和6年2月1日時点の見込み数

開催：30回（同一団体の複数回開催を含むのべ開催回数は39回）

参加人数：883人

・R5.10条例改正に合わせ，関係各所へ障害理解サポーター事業を周知

し、新規の受講につながった。また、目標件数40回には届かなかった

が，昨年度と比較し，同一企業・団体より複数回（複数部門等）申込

ケースが増加していることから，受講企業・団体内には障害理解が進

んでいるものと考えられる。

・令和４年度新規登録講師の登壇回数が少なかったため，登壇に向け

た効果的なフォローアップの在り方を検討し，開催回数増加に向けて

対応する必要がある。

市民協働による障害理解・

差別解消に関する普及啓発

事業

・我が地区では日ごろから顔の見える関係づくりを意識して行動している障害福

祉サービス事業所が多く，コンビニやガソリンスタンド等，様々な場所で支援者

の方と障害のある方を目にする。

・また，地域の花壇整備を障害のある方と一緒に行ったり，就労の一環として視

覚障害のある方が地域のごみ捨て支援を行ってくれている。こういった取り組み

があることで，障害のある方と垣根無くフラットに接することができると感じて

いる。

新型コロナウイルス感染症の影響により従来の形でのイベント開催が困難であったことか

ら，参加者を限定した若年層向け障害理解啓発事業として，市内児童館等に通う児童を対

象に手話ワークショップを実施した。

実施件数：10件，404名参加

・感染症の影響で会場変更や日程延期等があったが，予定していた回数分実施することが

できた。

・手話の体験を通じた障害を知る機会の提供は，障害理解に有効であり，今後も継続して

開催することで取り組みを広げていけるものと考える。

・体験を通じた若年層向けの障害理解啓発事業として，令和5年度も引

き続き市内児童館等に通う児童を対象に手話ワークショップを実施

し，幼少期からの障害理解啓発を図る。

・子どもから大人まで障害について考える機会提供の場として，感染

症の状況を踏まえながら，令和４年度に実施したこども食堂での開催

の実施等も含め，児童の保護者や地域住民等を参加対象者とした実施

について検討する。

昨年度に続き，若年層向け障害理解啓発事業として，市内児童館等に

通う児童を対象に手話ワークショップを実施した。

実施件数：10件，471名参加予定

・こども食堂，市民センターでの開催の実施等も含め，年度内に予定

していた回数分実施することができた。

・体験を通じた若年層向けの障害理解啓発事業として，幼少期からの

障害理解啓発を図ることができた。

・手話の体験を通じた障害を知る機会の提供は有効であり，今後は更

に広く障害理解をはかるため，保護者や地域住民が参加できる実施形

態について検討のうえ，事業を継続していく。

学生向け障害理解ワーク

ショップ「ココロン・ス

クール」

教育局特別支援教育課と連携し市内の学校へ事業の周知を行ったが，申込が無かったこと

により開催実績は無し。

学校や教職員への直接的な働きかけが不足していたことが要因の1つとして考えられる。

・周知方法の見直しを行い，申込に繋がる効果的なアプローチを検討

する。

・教育局特別支援教育課等と連携した周知については引き続き実施す

る。

開催：4回

参加人数：419人

教育局特別支援教育課と連携し，学校や教職員へ本事業を直接紹介す

る等，申込に繋がる効果的な周知を行うことができたため，開催回数

が増加したものと考える。令和６年度以降は障害理解サポーター事業

へ統合し，小中学生を対象として障害理解啓発を行う。

成年後見制度の利用支援

成年後見制度における本人の判断能力

の程度（補助・補佐・後見）に応じた

適切な制度利用

実績について

・市長申立件数：　16件

・後見報酬支払い件数：　19件

市長申立手続きに係る諸費用や後見人等に支払う報酬について助成を行ったほか，親族関

係が複雑な事案については適切な機関に戸籍調査を委託したことで，経済面及び申立て手

続きの効率化の視点から，障害者の円滑な制度利用に寄与することができた。

また，市全体の権利擁護の取り組みや課題を把握し，地域課題への対応を協議するため成

年後見サポート推進協議会を実施したほか，令和４年度新設した権利擁護チーム支援会議

においては適切な権利擁護が実施されるよう専門的助言や支援者の支援力向上を図った。

障害者が適切な支援のもと円滑に制度利用ができるよう，引き続き，

左記の助成事業や調査委託事業，関係機関との連携による取組を進め

る。

実績見込みについて（令和6年1月末時点）

・市長申立件数：　2件

・後見報酬支払い件数：　14件

・市長申立手続きに係る諸費用や後見人等に支払う報酬について助成

を行った。

・親族関係が複雑な事案については適切な機関に戸籍調査を委託し

た。

・仙台市成年後見総合センターを中心として，成年後見サポート推進

協議会を実施した。また，権利擁護チーム支援会議のほか，令和5年8

月より弁護士などの専門職アドバイザーを配置する専門職相談会が行

われた。

・市長申立手続きに係る諸費用や後見人等に支払う報酬への助成や，

親族関係が複雑な事案の適切な機関への戸籍調査の委託により，経済

面及び申立て手続きの効率化の視点から，障害者の円滑な制度利用に

寄与することができた。

・令和5年度から中核機関となった仙台市成年後見総合センターを中心

として，成年後見サポート推進協議会を実施したことで，市全体の権

利擁護の取り組みや課題を把握し，地域課題への対応を協議すること

ができた。また，権利擁護チーム支援会議では，事例検討を実施し，

専門的助言により支援者の支援力向上を図ったほか，令和5年8月より

実施している専門職相談会により，必要に応じて専門職の助言を得な

がら適切に対応することができた。

①共生社会の実

現に向けた

障害理解の促進

と権利擁護の推

進

（２）虐待防止・成

年後見制度等

現計画における施策体

系

（１）理解促進・差

別解消

障害のある方と接する機会の少ない市

民や事業者に対して，啓発する機会や

広報手法の検討

障害者虐待防止体制の整備

・障害者虐待に係る相談内容が複雑化

し，虐待の判断や対応が困難なケース

が増加

・市民及び事業者に対する障害者虐待

防止の周知啓発

＜虐待防止の支援を行っている団体より＞

・虐待に至る職員の意識，権利侵害がどのようなものなのか踏まえ，権利擁護を

意識した基礎的な考え方を身に付けて支援に当たることが大切。

・特定の日に実施する研修では受講できる職員が限られるので，各職員が1回は

参加できる形で研修を行うなど実施方法の工夫が必要。

【実績について】

＜体制整備＞

○「仙台市障害者差別解消・虐待防止連絡協議会」　→2月　書面開催

○相談受理に関する業務委託（障害者虐待相談ダイヤル ※24時間毎日）

○緊急対応用居室の確保，相談機能体制強化の委託

＜相談受理等の状況＞

○相談受理件数：154件（養護者による虐待：95件，施設従事者による虐待：56件，使用

者による虐待：5件　※施設従事者虐待と使用者虐待の重複が2件ある）

○虐待と判断した件数：27件（養護者による虐待：23件，施設従事者による虐待：4件，

使用者による虐待：0件）

＜研修＞

○障害福祉サービス事業所向け障害者虐待防止・権利擁護研修：１回

【評価について】

＜体制整備＞

虐待の早期発見及び迅速な対応に必要となる体制を確保し，障害者の安全確保及び権利擁

護の推進に寄与した。

・虐待相談は当該電話相談窓口を通じたものも多く，早期発見に効果的な事業と考えられ

る。

・相談件数及び虐待判断件数は増加しており，下記研修等を通じた虐待防止のための取り

組みが引き続き必要と考える。

＜研修＞

・障害福祉サービス事業者等集団指導では，虐待防止研修を実施し，令和4年度から義務

化となった虐待防止・身体拘束適正化に関する取り組みについて，事業所への周知を図る

ことができた。

＜体制整備＞

・「仙台市障害者差別解消・虐待防止連絡協議会」については，関係

機関の情報共有だけでなく，研修や事例共有を行い，障害者差別及び

虐待の取り組みの分析等についても実施していく。

・虐待の早期発見のため，市民等に対し，障害者虐待防止法の周知な

どに関する取り組みを引き続き行う。

＜研修＞

・令和５年度以降も引き続き，虐待防止・身体拘束適正化に関する取

組みについて，事業所の中で一層実効性のある取り組みを進めるよ

う，事業所への周知・指導を行う。

・令和５年度は，障害者保健福祉計画（平成30年度～令和５年度）の最終年度であり，令和２年度に策定した中間評価報告書の内容および令和４年度の量的・質的モニタリング結果等も踏まえ，施策を進める年度である。

・施策体系ごとの推進状況について，令和3年度より進捗管理を行っているもの。

＜体制整備＞

○仙台市障害者差別解消・虐待防止連絡協議会：2月5日開催

　4年ぶりの対面開催となったことから，グループワーク形式で，各機

関担当者の顔合せを行うとともに，現状の各機関における差別解消・

虐待防止の取組みや課題の共有を行った。また，各機関より対応力向

上に資する差別・虐待事例を提供してもらい，「事例集」として机上

に配布した。

○相談受理に関する業務委託（障害者虐待相談ダイヤル ※24時間毎

日）

○緊急対応用居室の確保，相談機能体制強化の委託

＜相談受理等の状況＞

○相談受理件数：183件（養護者による虐待：118件，施設従事者によ

る虐待：60件，使用者による虐待：5件）

○虐待と判断した件数：9件（養護者による虐待：4件，施設従事者に

よる虐待：5件，使用者による虐待：0件）

＜研修＞

○障害福祉サービス事業所向け障害者虐待防止・権利擁護研修：1回

＜体制整備＞

〇仙台市障害者差別解消・虐待防止連絡協議会

・グループワーク後の全体発表や机上配布した事例集により，各機関

の取り組みや課題を協議会全体で共有することができた。

・グループワークの中で各機関から挙げられた課題等を踏まえ，来年

度協議会で取り上げるテーマを検討し，協議会全体の対応力向上を図

る。

○相談受理に関する業務委託（障害者虐待相談ダイヤル ※24時間毎

日）及び，緊急対応用居室の確保，相談機能体制強化の委託

・虐待の早期発見及び迅速な対応に必要となる体制を確保し，障害者

の安全確保及び権利擁護の推進に寄与した。

・虐待相談は当該電話相談窓口を通じたものも多く，早期発見に効果

的な事業と考えられる。

・相談件数が増加しており，下記研修等を通じた虐待防止のための取

り組みが引き続き必要と考える。

＜研修＞

・障害福祉サービス事業者等集団指導では，厚生労働省が発行してい

る障害者虐待の防止と対応の手引きなどを参考として，障害者虐待の

分類・類型や虐待事案の動向，虐待の発生要因，未然防止策，通報義

務などについて，虐待防止研修を実施し，事業所への周知を図ること

ができた。
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令和5年度　仙台市障害者保健福祉計画の施策体系に基づく各施策の推進状況

重点分野を中心

とした主な事業

中間評価報告書におけ

る左記事業の主な課題
令和4年度質的モニタリングで出た意見等

量的モニタリング結果

（令和4年度実績及び評価）

令和5年度事業の進め方

（重点分野を中心とした主な事業）
令和５年度実績（見込み） 左記に対する評価

現計画における施策体

系

・令和５年度は，障害者保健福祉計画（平成30年度～令和５年度）の最終年度であり，令和２年度に策定した中間評価報告書の内容および令和４年度の量的・質的モニタリング結果等も踏まえ，施策を進める年度である。

・施策体系ごとの推進状況について，令和3年度より進捗管理を行っているもの。

発達評価体制強化事業

（実績）

・アーチルの常勤医2名，嘱託医1名による対応件数

・保険診療

　乳幼児　70件

　学齢児　1,235件

　成人　　4件

・医療相談

　乳幼児　90件

　学齢児　133件

　成人　　0件

（評価）

・常勤医が医療相談を保険診療を通してアーチル職員や他機関職員への助言を行うこと

で，人材育成の役割を担っている。また，必要に応じて地域の医療機関に紹介すること

で，ネットワーク構築に努めている。

・発達障害児者の診療を行っている地域の医療機関の開拓や連携を進

めることで，ネットワークの構築を図っていく。

・医療相談や保険診療を通しての人材育成を継続していく。

（実績）R6.1末時点

・アーチルの常勤医2名，嘱託医1名による対応件数

・保険診療

　乳幼児　53件

　学齢児　1,127件

　成人　　8件

・医療相談

　乳幼児　96件

　学齢児　142件

　成人　　0件

・常勤医が医療相談を保険診療を通してアーチル職員や他機関職員へ

の助言を行うことで，人材育成の役割を担っている。また，必要に応

じて地域の医療機関に紹介することで，ネットワーク構築に努めてい

る。

発達障害に関する専門性の

確保と地域医療とのネット

ワークづくり

（実績）

・宮城県と共催でかかりつけ医等発達障害対応向上研修をオンラインにて実施した。

テーマ：症例検討/発達障害における課題と支援

参加人数：11名

・かかりつけ医研修の講師となり得るアーチル常勤医が，国立精神・神経医療研究セン

ター主催の「発達障害者支援研修：指導者養成研修パートⅢ」をオンライン受講した

（評価）

・参加者アンケートでは，事例検討があったことが好評で，満足度の高い結果となる回答

を得ることができたが，前年度よりも参加者数が減少しているため，開催日時や，より臨

床に活かせるテーマや構成について検討していく必要がある。

・宮城県，東北大学病院と協力して，より多くの医師に参加いただけ

るようなテーマの選定，開催時期，開催方法について検討していく。

・宮城県と共催でかかりつけ医等発達障害対応向上研修を実施した

（集合研修）。

テーマ：「チック症，トゥレット症候群の診断と支援」/「発達特性が

疑われる幼児の支援～保護者を支える～」

参加人数：17名（医師15名，保健師2名）

・かかりつけ医研修の講師となり得るアーチル常勤医が，国立精神・

神経医療研究センター主催の「発達障害者支援研修：指導者養成研修

パートⅢ」をオンライン受講した。

・かかりつけ医研修の企画に関わるアーチル職員が，国立精神・神経

医療研究センター主催の「発達障害者支援研修：行政実務研修」をオ

ンライン受講した。

・参加者アンケートでは，概ね好評で，満足度の高い結果となる回答

を得ることができた。

・今年度，新規で受講した医師は1名であり，例年受講する医師が固定

化している。

発達相談総合情報提供

(実績)

・令和3年度に引き続き，個別相談等での配布を継続した。

・新型コロナウイルス感染症予防のために中止していた集合研修を一部再開したため，研

修会場での冊子の配布を実施した。

・令和5年度改訂版作成を予定していたため，増刷等は実施しなかった。

(評価)

・集合研修が再開したことで，市民の方に広く周知する機会が確保できた。

・冊子作成・配布以外の方法については，次年度も引き続き検討が必要。

・周知啓発の手法について，冊子の発行だけでなく，WEB等の活用に

ついて検討していく。

・既存の冊子については，内容等の見直しをし，改訂版の作成予定。

・令和4年度に引き続き，集合研修や個別相談等での配布を継続して実

施した。

・ホームページ上での冊子の掲載方法を変更し，市民がアクセスしや

すく改良した。

・市民の方に広く周知する機会が確保できた。

①共生社会の実

現に向けた

障害理解の促進

と権利擁護の推

進

成年後見制度における本人の判断能力

の程度（補助・補佐・後見）に応じた

適切な制度利用

日常生活自立支援（市区権

利擁護センター，成年後見

総合センター）

（２）虐待防止・成

年後見制度等

〇市・区権利擁護センター

・各種件数

　新規契約件数（見込）　33件（知的18件，精神15件）

　実利用者数（見込）　　302件（知的131件，精神171件）

〇成年後見総合センター

・成年後見サポート推進協議会（年3回）

・権利擁護チーム支援会議（年6回）

・専門職相談会（年60件）R5.12末時点

○市・区権利擁護センター

・各種件数

　新規契約件数　18件（知的4，精神14）

　実利用者数　285件（知的124，精神161）

・令和3年度より新規契約件数3件，実利用者数6件減となった。精神障害者の利用割合が

全体の4割と高いが，一方で本人申出による解約者数も多い。

・関係機関等に事業の認知度は高まっているが，本人の意思決定支援を基本とする趣旨の

浸透が十分でないことから，主な相談元である障害者相談支援事業所や保護課等の関係各

所を対象に，新パンフレットを用いた説明会を実施することとしている。

○成年後見総合センター

・成年後見サポート推進協議会（年3回）

　情報共有だけでなく，支援の課題や地域課題について協議できるよう会議の持ち方を見

直し，活発な意見交換が行われるようになった。

・権利擁護チーム支援会議（年3回）

　専門職と支援者が相互理解の下，適切な支援を検討する場として新たに設置した。保健

福祉センター等から提供する個別事例の検討や事後検証を行うことで，支援において専門

的な判断を一定程度担保できるようになった。

〇市・区権利擁護センター

・支援者向けパンフレットを活用し，制度を必要とする方に本事業の

支援が適切に届くよう，事業の浸透と適切な利用を進める。

○成年後見総合センター

・仙台市成年後見サポート推進協議会では，今後も各参加団体からの

活動状況の報告とともに，「権利擁護チーム支援会議」の内容を共有

し，権利擁護や成年後見制度利用促進にかかる連携を深めるネット

ワークとしての強化を進める

・弁護士，司法書士，社会福祉士などの専門職で構成する権利擁護

チーム支援会議では，地域包括支援センターや区役所窓口においても

制度利用に係る相談に適切に対応できるよう，アドバイス等の支援体

制を確立していく。

②障害のある児

童や発達

に不安のある児

童に対する

支援の充実

（１）早期発見・早

期支援

保護者・支援者等より多くの市民に対

して，子供の発達や子供に対する適切

な対応についての理解を広げる取組

〇市・区権利擁護センター

・昨年度より新規契約件数増が見込まれている。今年度自立支援協議

会など，支援者を対象とした出前講座を積極的に実施し，事業目的や

支援内容の理解を深めていただいたことで，支援を必要とする方へよ

り適切に情報提供することができた成果と思われる。一方で，本人申

出による利用解約する件数も多い。

〇成年後見総合センター

・成年後見サポート推進協議会

センター事業の取り組みや各構成団体の活動状況を共有し，権利擁護

や成年後見制度利用促進にかかる意見交換を行い，地域連携推進ネッ

トワークとしての機能強化を図った。

・権利擁護チーム支援会議

行政の市長申立の事例に加え，個別の支援チーム（地域包括支援セン

ター等）を対象とした事例検討をモデル的に実施。専門的な判断が必

要な課題等に対して，専門職の助言により支援の方向性の整理ができ

た。

・専門職相談会

新たに弁護士や司法書士，社会福祉士による専門職アドバイザーを8月

より配置し，権利擁護や成年後見に関する相談に対し，必要に応じて

専門職の助言を得ながら適切に対応することができた。
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令和5年度　仙台市障害者保健福祉計画の施策体系に基づく各施策の推進状況

重点分野を中心

とした主な事業

中間評価報告書におけ

る左記事業の主な課題
令和4年度質的モニタリングで出た意見等

量的モニタリング結果

（令和4年度実績及び評価）

令和5年度事業の進め方

（重点分野を中心とした主な事業）
令和５年度実績（見込み） 左記に対する評価

現計画における施策体

系

・令和５年度は，障害者保健福祉計画（平成30年度～令和５年度）の最終年度であり，令和２年度に策定した中間評価報告書の内容および令和４年度の量的・質的モニタリング結果等も踏まえ，施策を進める年度である。

・施策体系ごとの推進状況について，令和3年度より進捗管理を行っているもの。

児童発達支援センターによ

る支援の拡充

（実績）

・各児童発達支援センターの地域相談員の連絡会を実施し，情報交換や課題の共有，啓発

用資料の作成等を行った。

南北合同連絡会：11回

研修会：1回

（評価）

・状況報告にとどまらず，啓発用資料という成果物を作成することで，センター間の課題

の共有が図れた。

・各センターがブロックに分かれて，地域の実情に合わせた支援を展

開していく。

・各センターとアーチル地域支援専従職員との連携を強化する。

・各児童発達支援センターの地域相談員の連絡会を実施し，情報交換

や課題の共有，などを行った。また運営支援課の地域支援担当の専門

員との情報交換会を実施し,連携のための話し合いを持った。

南北合同連絡会：8回

保育所等の支援を考える会：1回

・各センターの地域相談員とアーチルの地域専従職員が合同で訪問支

援にあたり,各々の課題に対して適切な役割分担をすることでニーズに

応じた訪問ができるケースを増やした。

・地域相談員の連絡会に関しては状況報告にとどまらず，課題共有の

ためのツールを利用しながら話し合い, 方向性を一致させるようにし

た。

子育て・教育・福祉に係る

機関と施策間の連携の強化

（実績）

●発達障害者地域支援協議会

　・本会（1回開催）　・部会（2回開催）・情報交換会（1回開催）

　・各委員の実践見学会（4か所）

（評価）

・年度当初に開催した協議会本会では前年度の作業部会の中間報告を行った。

・作業部会では，作業部会委員による「見学会」「情報交換会」の内容を1回目の部会で

共有し，2回目の部会では東京都への視察報告を行った。

・これまでの議論から余暇など”楽しい”活動を通じて，身近な地域でつながれる場が大事

であること等，必要とされる支援の在り方がより具体的に示された。

・作業部会で検討された内容を報告書としてまとめ，協議会本会で報

告を行う。

・既存の社会資源の活用や，新たな取り組みのアイデア，ネットワー

クつくり等，作業部会での議論を深め，実践へつなげていく。

●発達障害者地域支援協議会

・本会（２回開催）

・作業部会（１回開催）

・作業部会 情報交換会（1回開催）

・先進地視察（グリーンフォーレスト・横浜市）

・「たのしむ」活動を軸に，本人の成長につながる経験，仲間関係や

支援者間でのネットワーク構築など，成人期の自立の実現するために

必要な支援やネットワークのあり方について協議を行った。

・作業部会のでの議論や先進地視察も踏まえ，報告書(案)としてまと

め，協議会本会で報告を行った。(報告書は年度内完成予定）

・3月にはこれまでの協議内容を踏まえ，広く市民に向けた周知啓発を

目的として，先進地視察先の支援者を講師に招き，協議会委員を交え

たパネルディスカッション等による「アーチル療育セミナー」を開

催。

子育て・教育・福祉に係る

機関と施策間の連携の強化

（再掲）

※施策体系②（２）参照 ※施策体系②（２）参照 ※施策体系②（２）参照 ※施策体系②（２）参照

幼稚園・保育所・学校等と

アーチルの連携の強化（再

掲）

※施策体系②（２）参照 ※施策体系②（２）参照 ※施策体系②（２）参照 ※施策体系②（２）参照

発達障害児等の教育推進

・専門家チーム：8校で検討会を実施

・巡回相談事業：88件142名を対象に実施

校内における支援体制の改善や，関係機関との連携につながっている。今後も継続してよ

り効果的な連携のあり方について模索していく。

来年度も専門家チーム訪問及び巡回相談を継続し，個人や学校の支援

に当たる。

・専門家チーム：9校で検討会を実施見込み

・巡回相談事業：88件118名を対象に実施見込み

・専門家チーム検討会は例年とほぼ同数であることから，次年度以降

も継続する必要がある。

・巡回相談による対応は，例年とほぼ同数であることから，次年度以

降も継続する必要がある。

〇乳幼児

・相談時に発行している「お伝えシート」が認識されてきており,相談

内容が主治医や各幼稚園,保育所に伝わり,その後の保護者との共有に役

立っている。

・地域専従職員の配置により,幼稚園保育所訪問の数が大幅に増加。多

くの個別ケースについての対応の助言のみならず,特別支援の考え方に

ついて共有し,園の支援力向上を図っている。

〇学齢

・個別ケースを切り口にした学校訪問に留まらず，行動観察の視点を

共有する訪問，研修会（校内および特別支援コーディネーター地区別

連絡会等）を開催する等，学校の課題やニーズに応じて戦略的に実施

することにより，背景要因を探る視点の共有および汎化，支援力向上

等に寄与した。

・通級指導教室担当者会で事例検討を行う中で，将来の自立を見据え

たアーチルの視点や考え方について改めて共有することができた。

〇共通

・お伝えシート，連絡票等の情報ツールについては，関係機関と子ど

もの状態像やニーズを共有し，必要な支援の提供に活用されるよう取

り組んで行く。

〇乳幼児

・地域支援専従職員を中心とした地域の支援力向上に向けた取り組み

を進める。

〇学齢

・引き続き個別支援に止まらず，教育と福祉の連携のあり方を模索す

る機会としても，戦略的に学校訪問に取り組んで行く。

（３）教育・発達支

援

・保育所・幼稚園・学校等と移行期の

確実な引継ぎを行うことによる，切れ

目のない支援の実施

・アーチル職員の学校訪問等による学

校支援の充実

私立の保育園や幼稚園が増える中，保育園や幼稚園でのユニバーサルデザインや

合理的配慮がなかなか進まないと感じている。

支援内容の調査を行うなど，協力を要請したり，必要な支援環境の義務化を図る

ことが必要と思う。

発達特性に合わせた支援や要支援度が高い児童をどこが支えるか，仙台市での就

学前療育システムの明確化・具体化があると良いと感じる。

〇乳幼児

（実績）

・お伝えシート　1,572件

（保育所）・訪問支援：99件　　・特別支援保育保育判定業務：376件

（幼稚園）・訪問支援：22件　・幼稚園補助金判定業務：285件

（小学校）・就学相談資料作成：396件

（評価）

・令和4年度より，お伝えシートを導入したことで，各幼稚園保育所からは「話し合った

内容が理解できた」との声が聞かれ，一定の効果が得られている。

〇学齢

（実績）

・学校との連絡ツール「連絡票」作成　327件

・教育の場の検討に係る「相談資料」作成　94件

・学校訪問（相談，支援者会議等含む）　516件

・特別支援教育と発達障害児支援に関する連絡調整会議開催（本会議2回，実務担当者会2

回）

・特性に応じた支援の方法を記載した啓発のためのリーフレットを拡充した。

・通級指導教室担当者研修会に参加し，拡大事例検討会を行った。

（評価）

・個別ケースで学校訪問をした際にも，行動の背景を探る視点を共有したり対応の汎化に

ついて助言したりすることで，学校の支援力向上の一助となった。

・通級指導教室担当者会で事例検討を行う中で，アーチルの視点や考え方を共有すること

ができた。

②障害のある児

童や発達

に不安のある児

童に対する

支援の充実

（２）保育・療育

幼稚園・保育所・学校等と

アーチルの連携の強化

〇乳幼児

（実績）R5.12末時点

・お伝えシート　1,449件

（保育所）・訪問支援：53件　・特別支援保育保育判定業務：324件

（幼稚園）・訪問支援：29件　・幼稚園補助金判定業務：316件

（認定こども園）・訪問支援：45件

（小学校）・就学相談資料作成：417件

〇学齢

（実績）R5.12末時点

・学校との連絡ツール「連絡票」作成　220件

・教育の場の検討に係る「相談資料」作成　70件

・学校訪問（相談，支援者会議等含む）　402件

・特別支援教育と発達障害児支援に関する連絡調整会議開催（本会議

２回，実務担当者会2回）

・特性に応じた支援の方法を記載した啓発のためのリーフレットを拡

充し，活用を広げるための周知を図った。

・通級指導教室担当者研修会（拡大事例検討会）への参加。

・新規地域相談員の増加に伴う人材育

成

・児童発達支援センターの認知度を高

める取組による地域支援機関との連携

の推進

・幼稚園・保育所・学校への訪問支援

による連携の強化
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令和5年度　仙台市障害者保健福祉計画の施策体系に基づく各施策の推進状況

重点分野を中心

とした主な事業

中間評価報告書におけ

る左記事業の主な課題
令和4年度質的モニタリングで出た意見等

量的モニタリング結果

（令和4年度実績及び評価）

令和5年度事業の進め方

（重点分野を中心とした主な事業）
令和５年度実績（見込み） 左記に対する評価

現計画における施策体

系

・令和５年度は，障害者保健福祉計画（平成30年度～令和５年度）の最終年度であり，令和２年度に策定した中間評価報告書の内容および令和４年度の量的・質的モニタリング結果等も踏まえ，施策を進める年度である。

・施策体系ごとの推進状況について，令和3年度より進捗管理を行っているもの。

放課後等デイサービスによ

る支援

・市内事業所が不足しているということではないが，活動量の多い児童等，事業

所を探すのが困難な事例もある。

・事業所に従事する前の職員に向けたオンラインの研修があるといいと思う。

1年を通して事業所数が15箇所増加し，年度末には173箇所になった。

また，主に重症心身障害児を受け入れる事業所数は令和3年度から2箇所増加し，年度末に

は14箇所となり，全ての区に事業所ができた。

・利用量/月：33,677人

・実人数/月：2,436人

放課後ケアネットワーク仙台と共同開催としている従事者研修会に

て，医ケア児や重症心身障害児受け入れ理解について周知するなど，

困難な事例の受け入れにつながるよう努めていく。

1年を通して事業所数が18箇所増加し，年度末には191箇所になった。

また，そのうち主に重症心身障害児を受け入れる事業所数は14箇所で

令和4年度から増減はなかった。

・利用量/月：34,207人

・実人数/月：2,652人

事業所数が増加したことによって，障害児の受入枠が拡大した。

主に重症心身障害児を受け入れる事業所数は増加しなかったため，重

症心身障害児や医療的ケア児の受入枠については拡大したとはいえな

いが，令和4年度に引続き全ての区に主に重症心身障害児を受け入れる

事業所が確保されている。

児童館等における要支援児

の受け入れ

・要支援児を一定数以上受け入れている児童館等94館（175加配）に対し，必要な経費の

加算を行った。

・要支援児を受け入れている児童館等49館を対象に巡回指導を行った。

要支援児の受け入れ態勢の充実や巡回指導の実施，職員のスキルアップにより，要支援児

の支援の充実が図られた。

要支援児の増加に対して，受け入れ体制の充実化を図るとともに，要

支援児を受け入れている児童館等に巡回指導を実施するなど，個々の

職員の要支援児への理解を深め，さらなるスキルアップを目指し取り

組む。

・要支援児を一定数以上受け入れている児童館等97館（184加配）に

対して，必要な経費を指定管理料等へ加算を行った。

・要支援児を受け入れている児童館等46館を対象に，有識者による巡

回指導を実施した。

要支援児の受入れ体制の充実化や巡回指導の実施による児童館等職員

のスキルアップにより，要支援児への支援の充実が図られた。

重症心身障害・医療的ケア

児者支援体制整備（再掲）

※施策体系②（４）参照 ※施策体系②（４）参照 ※施策体系②（４）参照 ※施策体系②（４）参照

障害のある方の家族支援等

の推進

１箇所のみでの実施

・日中介護40時間

利用実績は依然として低迷していることから，引き続き事業のあり方について整理してい

く必要がある。

本事業の利用実績は低迷し続けていることから，ニーズに沿った支援

を提供できるよう事業のあり方を整理していく。

１箇所のみでの実施

・日中介護25時間(見込み)

社会のニーズの変化や，日中一時支援等のサービスが本事業開始時に

比べ充実してきたことから利用実績は低迷しているため，今年度を最

後に事業を廃止する。

（５）家族支援

・ライフステージを通じた身近な地域

における家族支援体制の整備・充実

・子供の良いところを認めて対応する

「ペアレントプログラム」のより一層

の普及

・家族教室における保護者支援メ

ニューの充実
発達障害児の家族支援体制

の整備・充実

〇乳幼児

・家族教室に関しては内容や時期を検討していくことが必要。

保護者支援ネットワークについては，先輩保護者を増やすためにも，

昨年度コロナウイルスのために休止していた先輩保護者の集いも開催

していく。

〇学齢

・家族教室は案内上限数にほぼ達しており，希望者数増加への対応を

検討する必要がある。また，家族教室以外の家族支援のあり方につい

ても検討していく。

・待機支援事業については，開催方法や日程の見直しを行ったうえで

参加率が延びない状況であれば，オンデマンド等保護者がアクセスし

やすい方法を検討する。

（実績）

・庁内連絡会議を1回実施

・地域支援連絡会を1回実施…新型コロナ蔓延に伴い参集とリモートのハイブリッドで実

施。令和4年度に設置された宮城県医療的ケア児等相談支援センターにもオブザーバーと

して出席いただき，コロナ禍における活動の状況についてや工夫などについて情報交換を

行った。

・地域支援連絡会作業部会を2回実施…令和4年度から実施。医療的ケア児者等の住みよい

暮らしのためのツール作りの検討を行った。

・医療的ケア児等支援者・コーディネーター養成研修（全4回）を実施

・医療的ケア児等コーディネーター情報交換会を1回実施

・医療的ケア児等フォローアップ研修を2回実施（施策体系⑤（４）再掲）宮城県と合同

開催

（評価）

・庁内連絡会議では，庁内関係各所の事業の実施状況やコロナ禍での活動の工夫等の情報

共有，また他組織や多職種での連携状況等についての確認や課題の共有ができた。

・地域支援連絡会については，令和4年度より作業部会を設置し，医療的ケア児者が地域

で住みよく暮らしていくために，今後具体的にどのような取組が必要であるか等を検討す

ることができた。

・支援者・コーディネーター養成研修，コーディネーターフォローアップ研修では，アー

カイブも活用した研修により，多くの方の受講が可能となった。また，フォローアップ研

修では講話に加え事例検討等の内容も取り入れることで，コーディネーターのエンパワメ

ントを図ることができた。

・庁内連絡会議については，今後も継続して実施することで関係各所

との情報共有及び課題の共有を図っていく。

・地域支援連絡会については，作業部会では暮らしをよりよくするた

めのツール等について具体的に検討する。また，作業部会での検討内

容について報告，意見をいただくことで，さらにブラッシュアップし

ていく。

・コーディネーター養成研修では，より入門的な研修のニーズがある

ことを把握。今後の研修内容の検討を行う。

また，フォローアップ研修および情報交換会を継続実施することで，

コーディネーターの支援の質の向上を図る。

・庁内連絡会議を1回実施

・地域支援連絡会を1回実施（集合とオンラインのハイブリット），作

業部会を3回実施。

・医療的ケア児等支援者・コーディネーター養成研修（全4回）を実施

（宮城県と合同開催），また養成研修の前に，より入門的な研修(初級

編)として県民セミナーを実施（宮城県主催，仙台市後援）。

・医療的ケア児等フォローアップ研修をⅠ回実施（宮城県と合同開

催）（施策体系⑤（４）再掲）

・医療的ケア児等コーディネーター情報交換会を1回実施

〇乳幼児

（実績）R5.12末時点

・初期療育グループ…  35回 （  180名）

・家族教室…  11回（ 133  名）

・保護者支援ネットワーク… 25回（  50名）

・先輩保護者のつどい：初期療育グループにて先輩母講師として参加

した保護者のアフターフォロー：0回

・待機対策事業…南北計  10回開催（延べ 37 名の保護者が参加）

 〇学齢

（実績）R5.12末時点

・家族教室…全６回コース中5回目まで終了（延べ78名参加）

・待機対策事業…南北計7回開催（延べ11名の保護者が参加）

（４）放課後支援

②障害のある児

童や発達

に不安のある児

童に対する

支援の充実

放課後等デイサービスにおける重症心

身障害児等の受入体制の拡充
重症心身障害・医療的ケア

児者支援体制整備

〇乳幼児

（実績）

・初期療育グループ…46回 （241名）　・家族教室…16回（106名）

・保護者支援ネットワーク…27 回（35名）

・先輩保護者のつどい：初期療育グループにて先輩母講師として参加した保護者のアフ

ターフォロー：0回

・待機対策事業…南北計38回開催（延べ93名の保護者が参加）

（評価）

・各事業とも，保護者のニーズを確認しながら実施してきたが，テーマによっては参加者

数が少ない回もあった。しかし，参加した保護者の不安軽減には一定の効果が見られた。

〇学齢

（実績）

・家族教室…全６回コース（延べ103名）

・待機対策事業…南北計12回開催（延べ31名の保護者が参加）

（評価）

・家族教室はどの回もおおむね好評で，保護者の不安や孤立感を解消し，適切な対応を促

すことに一定の効果があったと考える。

・待機対策事業は仕事を持っていても参加したくなる内容の検討改善を図っているが，開

催方法や日程の見直しも検討が必要である。

・庁内連絡会議では，医療的ケアに関する庁内の取組や事業について

の進捗状況や課題等の情報共有ができた。

・地域支援連絡会では，日頃の活動や医療的ケア児者を取り巻く環境

について感じること，課題等について共有することで，今後の支援や

活動についても検討する機会となり，関係機関同士のネットワークの

緊密化につながった。作業部会では，暮らしをよりよくするための

ツール作りについて具体的に検討し作業を進めることができ，また，

医療的ケア児者の現状等についての情報の共有もできたため，今後の

支援について改めて考えるきっかけにつながった。

・医療的ケア児等支援者・コーディネーター養成研修は，今年度より

新カリキュラムでの実施となった。訪問看護等医療職の受講者も増

え，また，保育園・幼稚園・学校・児童館などからの受講もあり，よ

り幅広い分野での支援者の増加につながった。

・医療的ケア児等コーディネーター情報交換会の実施により，活動上

の課題や関係機関のネットワークづくり等についての情報共有ができ

たことで，コーディネーター同士のつながりができ，支援活動の視点

を深めることができた。

〇乳幼児

・初期療育グループ

発達障害が疑われ不安の高い保護者に対し,こどもを理解し関わり方を

共有することで子育ての負担感を軽減することができた。また,同じ悩

みを持った保護者同士の出会いも安心できる要因になった。

・家族教室

これまでの実績を鑑みてテーマの選定を検討し，よりニーズの高いも

のを実施したことで満足感が得られていた。

・保護者支援ネットワーク

学齢児の保護者の参加もあり,参加した保護者からは不安が軽減したと

いう意見が多かった。

〇学齢

家族教室

・昨年度同様，募集人数上限に達する申込みがあった。

・今年度はコロナ禍前に実施していたグループワークを再開。参加者

同士が意見交換することにより，不安感や孤立感の解消，適切な対応

を促すこと等の効果が得られた。

・家族教室（原則新規相談後の保護者を対象）に加え，不安や悩みを

抱える保護者が先輩母グループとつながる機会を設定する等，これま

で対象にならなかった保護者への支援について試行的な取組みを実施

した。

待機対策事業

・開催方法や日程の見直しを行ったものの，参加者数増加が課題だ

が，来所者に留まらず，広く保護者等に知ってほしい内容であるた

め，実施内容をホームページへの掲載を準備中。
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令和5年度　仙台市障害者保健福祉計画の施策体系に基づく各施策の推進状況

重点分野を中心

とした主な事業

中間評価報告書におけ

る左記事業の主な課題
令和4年度質的モニタリングで出た意見等

量的モニタリング結果

（令和4年度実績及び評価）

令和5年度事業の進め方

（重点分野を中心とした主な事業）
令和５年度実績（見込み） 左記に対する評価

現計画における施策体

系

・令和５年度は，障害者保健福祉計画（平成30年度～令和５年度）の最終年度であり，令和２年度に策定した中間評価報告書の内容および令和４年度の量的・質的モニタリング結果等も踏まえ，施策を進める年度である。

・施策体系ごとの推進状況について，令和3年度より進捗管理を行っているもの。

地域生活支援拠点事業

地域生活支援拠点事業について，中長

期的な予防的視点に立った継続支援の

コーディネート及び関係機関と連携し

た緊急受入後の支援の確立

・地域生活支援拠点等の機能充実に向けた検証・検討の場として，地域生活支援拠点運営

会議を７月に開催。「親亡き後」等を見据えた予防的視点の理解促進及び予防的視点での

コーディネート，緊急受入れ機関のネットワーク形成に向けた活動の強化等，重点的な取

組みの方向性を共有し事業を実施した。

・短期入所事業所やグループホーム等を対象とした実践報告会を１月に開催し，本事業の

周知及び理解促進を図ったほか，体験利用や緊急受入れ先の拡充，施設間ネットワークの

構築に努めた。

・緊急受入相談件数　158件　緊急受入数　42件

基幹相談支援センター，発達障害者地域支援マネージャーとの共同支

援のなかで，引き続きコーディネート機能を強化するとともに，緊急

受入先の拡充，施設間ネットワークの向上に努める。地域生活支援拠

点運営会議や実践報告会を開催し，課題や拠点の機能のあり方を整理

するとともに，今後の事業の方向性や実施内容を検討する。。

・基幹相談支援センターや発達障害地域支援マネージャー等との共同

支援や事例検討等の機会を通じて，地域生活支援拠点におけるコー

ディネート力の向上を図り，障害者の緊急時の受入れのほか，その予

防を目的とした継続的な支援に取り組んだ。

・地域における緊急受入れ先の充実・ネットワークの形成のため，短

期入所事業所やグループホーム等を訪問し，実態の把握を行うととも

に，地域生活支援拠点の実践報告会を開催し，本事業の周知や理解促

進を図った。

・地域生活支援拠点の整備を促進していくために，12月に地域生活支

援拠点運営会議を開催し，本事業における障害者に対する支援や関係

機関とのネットワーク形成等の取組みについて評価・検証を行った。

・緊急受入相談件数：３６件，緊急受入件数：２３件（令和5年12月

末日時点での実績）

　緊急受入れの相談があった者に対して，その殆どに対応しており，

緊急受入れのニーズに対して一定応じていると評価する。また緊急受

入れを介していない障害児者についても，相談やケースレビューの機

会を捉えて対象者を把握し，支援チームに介入していくなど，当初想

定した重点的に関わるべき対象者を中心に支援が提供されているもの

と評価する。

　一方で緊急受入れの殆どを拠点の緊急居室で受け入れており，当初

想定した地域の機関で広く受入れできる面的な体制の整備は途上にあ

る。事業者に対するアプローチも緊急受入れにかかる意向の把握に留

まっていることから，前向きな意向を示した事業所を中心に，技術的

な支援を行うことによる受入の促進を図っていく必要がある。

基幹相談支援センター設置

基幹相談支援センター設置事業につい

て，支援チームの中心となる相談機関

が支援全体を統合できるよう継続的に

サポートする機能の確立

・将来的な委託や地域の相談支援に係る人材育成等を目的にセミナーを4回開催し，延べ

77名参加した。参加者の8～9割から「有意義」との回答があり，人材育成に繋がった。

令和5年2月末に5回目を開催予定。

・合同ケースレビュー/勉強会を合同事例検討会へ見直し，より機能を充実させるため

スーパーバイザーを増員した。また対象者も拡大し，年5回開催，延べ141名参加した。

スーパーバイザーを増員したことで，より生活に根差した具体的で実践的なアドバイスを

得ることができた。

・引続き，今年度のセミナー参加者も対象とした合同事例検討会を実

施予定。

組織を超え，総合的かつ多角的な視点から，具体的な事例についた実

践的なアドバイスや示唆を得ることができる機会を確保，拡充するこ

とを目的として合同事例検討会を計4回開催，延べ103名参加した。令

和6年2月に5回目を開催予定。

昨年度から引続き，相談支援従事者人材育成セミナー参加者などへ対

象者を拡大して実施を継続することで，地域の相談支援体制の強化を

図ることに寄与している。

精神障害者家族支援事業

精神障害者家族支援事業について，安

定的な事業の継続に向けた，家族ス

タッフとなりうる人材の確保。

（２）生活支援 医療型短期入所連携強化

新設の医療型短期入所事業所等の利用

促進につながるような事業所間連携の

強化

・単独型かつ感染対応可能な短期入所病棟の整備・拡充，通所・短期入所におけ

る送迎サービスの整備が必要。

・日常的に医療的ケアが必要な知的障害児者や動ける重症心身障害児者を受け入

れている場合，医療ニーズへの対応および行動面への支援体制を整える必要があ

る。

重症心身障害児者等医療型短期入所コーディネート事業

・実新規相談件数　21件

・参加事業所数　12事業所

・研修回数　　４回(オンライン)

　　　　　　　２回(アドバイザー研修)

・担当者会議　４回実施（オンライン）

相談件数，研修回数が増加する等，本事業の実施を通して，重症心身障害児者への理解促

進及び受入れ支援技術の向上等に一定の効果が得られている。一方，特定の事業所に利用

が集中していること，緊急時等に備えて日頃から複数事業所を利用しておくこと等，住み

慣れた地域で生活し続けるために支障となっている課題の解決に向けた取組みを進めてい

く必要がある。

本事業で実施する担当者会議，研修等を通じた事業所間連携の強化お

よび各事業所における支援技術の向上を図ること等により，円滑な利

用に向けた受入れ体制の強化および的確なコーディネートの実施に努

める。

重症心身障害児者等医療型短期入所コーディネート事業

・実新規相談件数　16件（4～12月までは12件）

・研修回数　　　　5回(オンライン)

　　　　　　　　　0回(アドバイザー研修)

・担当者会議　　   ４回実施（オンライン／参加事業所数11）

　新規相談は，問合せ対応の他，医療型短期入所等の利用状況等を確

認し，紹介後の状況を把握するよう努めている。

　研修は，新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点からオンライ

ンを活用し，利用者支援にあたる職員の支援技術向上を図っている。

コロナ禍の影響を考慮しつつ，アウトリーチによるアドバイザー研修

の実施を促進していく。

　担当者会議は，会議の構成メンバーを事業所ごとの強みや特徴，地

理的環境に即したグループ編成を行い，実務者レベルで定期的に情報

交換を実施し，事業所間の連携強化を図っている。

新規相談件数は減少したものの，医療型短期入所事業所への繋ぎ等，

的確なコーディネートが実施できている。また，市外の医療型短期入

所事業所が指定を取り下げたことで参加事業所数は減少したものの，

県内の医療型短期入所事業所等が担当者会議や研修へ継続的に参加

し，情報の共有や所事業所間の連携強化，支援技術の向上を図ること

ができている。

〇「ピア家族相談員の育成，及び，ピア家族相談員による支援」

　令和5年6月に太白区自立支援協議会にて事業説明，同年12月に仙台

市民生委員児童委員協議会へ本事業のチラシを配布（1,510部）し，事

業を周知した。

「ピア家族相談員の育成」において，学習会（初期研修）の参加者7名

（連続講座を通しての参加実人数）の内，修了者は5名であった。修了

者については，3月開催予定の研修会を経て，ピア家族相談員として活

動していくことが期待されており，相談員は年々着実に増加してい

る。

「ピア家族相談員による支援」においては，開催回数および参加者は

増加している。

〇「関係機関との連携強化」

　昨年度と比較し，参加者人数が減少していることを受け，研修会の

周知方法や募集方法等について見直し，改善策を検討していく必要が

ある。

（１）相談支援

Ｒ6.1.1現在

〇家族による家族学習会

　・開催回数　5回（1コース）

　・参加者　7名（連続講座を通しての参加実人数）

　・修了者　5名

〇相談の場

　・開催回数　4回

　・派遣者延人数　3名

　・参加者　23名

○家族による家族学習会担当者研修会（3月開催予定）

〇関係機関対象研修会

　・開催回数　1回

　・参加者　17名

〇運営委員会

　・開催回数　2回

〇「ピア家族相談員の育成」

　家族による家族学習（初期研修）等の参加者の募集にあたっては，

精神障害者家族としての経験を活かし，ピア相談員として活動する意

向や適性を有する者をより確保できるよう工夫していく。

〇「ピア家族相談員による支援」

　事業について周知し，行政機関や病院等が行う家族教室や，関係機

関と連携した個別相談への派遣等を行うなど，支援を要する精神障害

者家族の状況に応じた相談支援を行っていく。

〇「関係機関との連携強化」

　関係機関対象研修会については，昨年度と比較し，参加者が増加し

たが，これは各区で行われている自立支援協議会に参加し，事業の周

知をしたことが増加につながったと考えられる。引き続き協議会等へ

参加し，連携強化を図っていく。

〇家族による家族学習会

　・開催回数　5回（1コース）

　・参加者　6名

　・修了者　6名

〇相談の場

　・開催回数　2回

　・派遣者延人数　2名

　・相談者　15名

○家族による家族学習会担当者研修会

　・開催回数　1回

　・参加人数　2名

〇関係機関対象研修会

　・開催回数　1回

　・参加者　41名

〇運営委員会

　・開催回数　3回

新型コロナの影響で，対面で行っている相談の場を中止せざるを得ない状況であり，開催

回数が減少した。関係機関対象研修会については，各所への周知の効果もあり，昨年を上

回る人に参加してもらうことができた。

③地域での安定

した生活を

支援する体制の

充実
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令和5年度　仙台市障害者保健福祉計画の施策体系に基づく各施策の推進状況

重点分野を中心

とした主な事業

中間評価報告書におけ

る左記事業の主な課題
令和4年度質的モニタリングで出た意見等

量的モニタリング結果

（令和4年度実績及び評価）

令和5年度事業の進め方

（重点分野を中心とした主な事業）
令和５年度実績（見込み） 左記に対する評価

現計画における施策体

系

・令和５年度は，障害者保健福祉計画（平成30年度～令和５年度）の最終年度であり，令和２年度に策定した中間評価報告書の内容および令和４年度の量的・質的モニタリング結果等も踏まえ，施策を進める年度である。

・施策体系ごとの推進状況について，令和3年度より進捗管理を行っているもの。

重症心身障害児者に対する

入浴事業

重症心身障害児者に対する入浴支援事

業において，障害者福祉センターの送

迎エリア外の居住者へのサービス提供

・仙台市障害者福祉協会の自主事業として宮城野，若林，太白障害者福祉センター入浴に

てサービスを提供。入浴モデル事業の利用者3名が継続して利用している。新規入浴の相

談が1件あった。

・社会福祉法人の新規利用相談はなかったが，社会福祉法人との情報共有を実施した。

・入浴を必要としている方へのサービス提供ができる環境が整った。

・社会福祉法人との関係性を継続し，共生型福祉サービスの提供に備えている。

・仙台市障害者福祉協会の自主事業として宮城野，若林，太白障害者

福祉センターでの入浴サービスの継続する。

・社会福祉法人の共生型福祉サービスの提供を支援する。

・仙台市障害者福祉協会の自主事業として宮城野，若林，太白障害者

福祉センターでの入浴サービスを継続している。

・宮城野センターで３名利用しており，太白センターで２名の利用相

談を受けており，受け入れに向けて準備中である。

・社会福祉法人の共生型福祉サービスについて，相談支援事業所より

相談が1件あり，相談支援事業所職員の施設見学に同行し，利用希望者

の情報共有を行った。

入浴を必要とする市民に必要なサービスを提供できている。

多様な障害特性に応じた機

能訓練や生活訓練などのき

め細やかな支援の実施

・視覚障害者支援において，視覚障害

リハビリテーションの再編及び強化

・高次脳機能障害者支援において，効

果的な訓練内容及び訓練実施期間の明

確化や，高次脳機能障害に特化した地

域資源の不足

〇高次脳機能障害支援

・再編により，これまで自立訓練を利用できなかった方が利用できるようになっ

た。自信や意欲を回復し今後の社会参加に向けた良い変化がみられている。

・個々の利用者に合わせたプログラムを提供したいが，物理的，人的制約があ

る。入浴や送迎に関しては，生活介護事業所の職員の協力を仰ぎたい。

・高次脳機能障害や失語症は長期にわたり回復すると言われている。有期限の自

立訓練終了後もリハビリを受けられるとよい。

・身体障害が合ったり医療的ケアがある方は，送迎やケアに対応できる事業所が

少なく，自立訓練終了後の移行先の調整に苦労している。

〇視覚障害者支援

・生活支援事業　　ICT訓練　 　63名　361回

・生活訓練事業　　歩行等訓練　26名   162回

・自立訓練事業　　総合的訓練　１名　44回

各事業の役割分担を行い，生活支援事業ではICT訓練，生活訓練事業では歩行等訓練，自

立支援事業では総合的な訓練を実施した。そのうち，自立訓練事業の利用者は1名に留ま

り低調な状況だった。

〇高次脳機能障害支援

令和４年度から自立訓練（生活訓練）事業を開始し，身体障害者手帳を持たない高次脳機

能障害者が生活期のリハビリテーションを受けられるようになった。生活訓練の利用者は

12名（Ｒ5.1末時点）である。多角的なアセスメントの実施と見立てに基づいた訓練を適

切に実施できるよう障害者福祉センターが開催する支援検討会議に参加して事例検討を

行った。また，高次脳機能障害者への生活訓練を先駆的に行っている他市の自立訓練事業

所から講師を招聘し，研修および意見交換会を行った。

○視覚障害者支援

引き続き役割分担に基づき，生活支援事業ではICT訓練，生活訓練事業

では歩行等訓練，自立訓練事業では総合的な訓練を実施していく。自

立訓練事業の利用者拡大を図るため，新たに作成したリーフレットを

活用して当事者や関係機関に周知を図っていく。

〇高次脳機能障害支援

引き続き，支援検討会議への参加を通して自立訓練（生活訓練）を適

切に実施できるよう障害者福祉センターを支援する。

訓練を提供する上での物理的環境的制限や移行先となる社会資源の不

足については，障害者支援課とも課題を共有していく必要がある。

.〇視覚障害者支援（見込み）

・生活支援事業　ICT個別訓練 57名 270回

　　　　　　　　ICT集団訓練(新規) 20名 110回

・生活訓練事業　歩行等訓練　38名 157回

・自立訓練事業　総合的訓練　 4名 69回

〇高次脳機能障害支援（見込み）

・生活訓練事業　利用者　15名

・支援検討会への参加　20回

〇視覚障害者支援

各事業で利用者数は増加，訓練回数は増加または同程度だった。ニー

ズが高いICT訓練では，効率的・効果的に支援ができるように，利用者

の習熟段階に応じた集団訓練を新設し取り組んだ。また，自立訓練事

業では，積極的に当事者や関係機関に事業の周知を行ったことで利用

者が1名から4名に増加した。

〇高次脳機能障害支援

利用者数は増加した。また，支援検討会議への参加を通して自立訓練

を適切に実施できるよう障害者福祉センターを支援した。

障害特性に応じた「住まい

の場」の確保に向けた支援

（実績）

・第二自閉症児者相談センターと協働で，通所施設やグループホーム等の施設支援・人材

育成について，訪問による実情把握（2か所），職員向け研修会「出前講座」を1施設で実

施した。

（評価）

・コロナ禍でありながも，依頼のあったグループホームに出前講座を第二自閉症児者相談

センターと協働で行うことができた。

・支援者の人材育成等,ソフト面の課題は第二自閉症児者相談センター

とともに「出前講座」や「オンデマンド研修」，施設への協働支援等

で実施する。

・第二自閉症児者相談センターとの協働支援により，グループホーム

に移行した方の定着支援など，個別支援を通しての支援者の人材育成

等を行ったほか，アーチル専門職スーパーヴァイズを活用した施設支

援や，グループホームや関係機関の支援者を交えた事例検討を行っ

た。

・また，南部エリアではモデル的に，第二自閉症児者相談センター・

相談支援事業所・地域生活支援拠点・アーチルによる住まいの場の現

状と課題等の情報交換を年4回実施。

・本人の生活の場であるグループホームに出向いての施設支援は，

日々の生活を共にする支援者と直接，特性理解と対応等について共有

ができるため，グループホーム等における支援者の人材育成に大変有

効と思われる。第二自閉症児者支援センターをはじめとする関係機関

との協働や，アーチル専門職スーパーヴァイズの活用など，取り組み

の幅も広げることができた。

③地域での安定

した生活を

支援する体制の

充実

（３）居住支援

・重度の障害のある方の「住まいの

場」の不足。また，「住まいの場」と

なるグループホームの新規開設・増設

・仙台市グループホーム連絡会との連

携による整備促進及び支援の質の向上

障害の重度化・高齢化に応

じたグループホームの整備

促進

・引き続き各種補助事業が活用されグループホームの増加につながっ

ている。

（２）生活支援

・引き続き消防設備設置費用等の補助を実施し，グループホームの新

規開設や増設を促していく。

・強度行動障害支援者養成研修にかかる費用への補助および入居者の

行動特性に応じた改修等にかかる費用への補助を引き続き実施する。

・グループホーム運営法人による自主団体「仙台市グループホーム連

絡会」と連携し，研修会の実施等を通じてグループホームの整備促進

や支援の質の向上を図っていく。

・引き続き消防設備設置費用等の補助を実施し，グループホームの新

規開設や増設に寄与した。（11住居　2,918千円）

・強度行動障害支援者養成研修費補助金について，グループホーム，

生活介護，短期入所事業所を対象に，既存の研修受講料の補助に加え

て代替職員の人件費相当分の補助を新たに実施し，支援に従事する職

員の確保及び育成を促進した。（生活介護4件，短期入所1件　計494

千円）

・強度行動障害者の行動特性に応じた改修等にかかる費用への補助を

引き続き実施することで，強度行動障害者の受入及び定着を目的とし

て運営されるグループホームが増加した。（2住居　800千円）

・グループホーム連絡会への研修費補助については，市外グループ

ホーム事業所の視察やグループホーム等支援ワーカ―を講師としたセ

ミナーを実施し，支援の質の向上や事業所間の横のつながりの強化が

図られた。（年額300千円）

・消防設備の補助金額は例年を上回り，グループホームの新規開設や増設の促進に寄与し

た。（15住居　6,856千円）

・強度行動障害支援者養成研修費補助金について，グループホーム，生活介護，短期入所

事業所を対象に，既存の研修受講料の補助に加えて代替職員の人件費相当分の補助を新た

に実施し，支援に従事する職員の確保及び育成を促進した。（生活介護6件，共同生活援

助4件　計943千円）

・強度行動障害者の行動特性に応じた改修等にかかる費用への補助を新たに実施すること

で，強度行動障害者の受入及び定着を目的として運営されるグループホームが増加した。

（2住居　678千円）

・グループホーム連絡会への研修費補助については，市外グループホーム事業所の視察や

グループホーム等支援ワーカ―を講師としたセミナーを実施し，支援の質の向上や事業所

間の横のつながりの強化が図られた。（年額209千円）
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令和5年度　仙台市障害者保健福祉計画の施策体系に基づく各施策の推進状況

重点分野を中心

とした主な事業

中間評価報告書におけ

る左記事業の主な課題
令和4年度質的モニタリングで出た意見等

量的モニタリング結果

（令和4年度実績及び評価）

令和5年度事業の進め方

（重点分野を中心とした主な事業）
令和５年度実績（見込み） 左記に対する評価

現計画における施策体

系

・令和５年度は，障害者保健福祉計画（平成30年度～令和５年度）の最終年度であり，令和２年度に策定した中間評価報告書の内容および令和４年度の量的・質的モニタリング結果等も踏まえ，施策を進める年度である。

・施策体系ごとの推進状況について，令和3年度より進捗管理を行っているもの。

（３）居住支援
医療的ケア障害者対応型グ

ループホーム運営費補助

・重度の障害のある方の「住まいの

場」の不足。また，「住まいの場」と

なるグループホームの新規開設・増設

・仙台市グループホーム連絡会との連

携による整備促進及び支援の質の向上

（実績）

・継続　２件

　決算額　6,490千円

　内訳　看護師配置費　6,270,800円

　　　　研修費　　　　　　　　18,100円

　　　　移行支援費　　　　201,600円

（評価）

・グループホームでは看護師や医療的ケアに対応できる支援員確保など人員環境整備を理

由に入居に至らない例も生じていたため，令和3年度に要綱を改正。入居が確定している

体験入居者も補助対象とするなど，制度を拡充したことで，体験入所者が令和4年度途中

より本入居となり継続申請につながった。

・入所している医療的ケア者が安心して暮らすことができるよう，補

助を継続する。

・継続　2件

 　　交付見込額　6,820,000円

　　　内訳　看護師配置人件費　6,760,000円

　　　　　　人材養成費　　　　　  60,000円

令和4年度に引き続き，継続2件となった。

看護師が医療的ケアや健康管理で継続して関わることができることに

より，入所している医療的ケア者がより安心・安定した地域生活を送

ることにつながっている。

重症心身障害・医療的ケア

児者支援体制整備（再掲）

重症心身障害・医療的ケア児者支援体

制整備における関係機関との連携推進

※施策体系②（４）参照 ※施策体系②（４）参照 ※施策体系②（４）参照 ※施策体系②（４）参照

高次脳機能障害のある方へ

の支援

高次脳機能障害の方やその家族が地域

で孤立することなく社会参加を果たせ

るよう各関係機関との連携推進

・ここ数年で，医療ら福祉へのつなぎの課題は減じてきたものの，今でも必要な

情報提供を受けられずに退院してしまう方がいる。更なる医療と福祉の連携協が

が求められる。また，受障から社会復帰に至るまでの流れや各場面で使える制度

の資料があるとよい。

・高次脳機能障害の支援経験のある障害福祉サービス事業所が少なく受け入れを

断られてしまう。特に，認知機能障害がある方が利用できる障害福祉サービス事

業所がない。身体障害を合併していると更に受け入れ先がない。

・総合相談の延べ件数：569件(実人数83人）

・高次脳機能障害支援者研修

    基礎講座(オンデマンド配信）88名受講

　ステップアップ研修18名受講

・家族交流会：12回開催延べ70人参加

・働いている当時者交流会：2回開催延べ13人参加

・児童支援に関する研修会（発達相談支援センターとの内部研修）：１回開催41人参加

・リーフレット，ホームページの改訂

当事者，家族支援として，総合相談，家族交流会，当事者交流会を実施した。交流会は，

参加者のニーズに応じた内容の工夫（ミニ講話，関係機関の参加）を行い，昨年と比べて

参加者が増えた。

高次脳機能障害支援に関わる支援者の育成と関係機関連携を目的に，研修を実施した。一

部オンデマンド配信することで多くの方に受講してもらえた。

引き続き①相談支援，②支援ネットワークの充実(医療と福祉の連携，

専門的支援を必要とする高次脳機能障害のある方に対応する社会資

源），③普及啓発，④研修に取り組む。

・総合相談　420件　実人数60人（見込み）

・高次脳機能障害支援者研修

    基礎講座(オンデマンド配信）112名受講

　  ステップアップ研修67名受講

・家族交流会　10回開催延べ35人参加(見込み）

・働いている当事者交流会　2回開催延べ17人参加

・児童支援に関する研修会（発達相談支援センターとの内部研修）　2

回開催25人参加

・児童期発症の家族交流会　2回開催延べ5人参加（見込み）

・高次脳機能障害のある方に対する社会資源の調査実施。

・ホームページによる情報発信

児童期支援を充実するためにアーチルと協力し，新たに児童期発症の

家族の交流会を実施した。参加者の定着や参加者のニーズに応えられ

る会の運営ができるよう今後もアーチルと協力して実施していきた

い。

専門的支援を必要とする高次脳機能障害がある方に対応する社会資源

の調査では，就労継続支援B型事業所は支援経験のある事業所が一定

数あったが，生活介護事業所は少数であるとの結果が得られた。受け

入れ経験のある事業所や受け入れ可能性のある事業所に対して働きか

けていく必要がある。

１　ピアスタッフの雇用

引き続きピアスタッフの雇用を継続し，長期入院者等を対象とした普

及啓発活動や個別支援といった業務に充てる。また，精神保健福祉審

議会における議論を踏まえ，本市で雇用しているピアスタッフについ

てもより効果的な活用のあり方について整理を進めていく。

２　精神保健福祉審議会

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に向け，前半

テーマである「地域における支援体制のあり方」について最終報告を

行う。また，後半テーマである「精神障害者の地域移行の推進」につ

いて，検討を進めていくためのアウトラインを整理し，順次着手して

いく。

１　ピアスタッフの雇用

(1)精神科病院における普及啓発活動

・長期入院者向け普及啓発活動：0回

・職員研修：1回

(2)個別支援

・個別支援ケース数：3名

(3)当事者活動・自助グループ支援

・精神保健福祉ハンドブック掲載団体数：11団体

・精神保健福祉ハンドブック配布部数：10,000部

・その他：当事者活動団体の情報交換会への参加

評価：新型コロナウイルス感染症の影響により，病院への訪問等が制限され，普及啓発活

動や個別支援の実績は低調であった。

２　精神保健福祉審議会

・「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に向け審議を進めている。令和

4年度は，審議会のもとに作業部会を設置し「ピアサポートの活用に係る事項」について

作業部会での検討を終えたため，本会にて最終報告を行う。

評価：予定よりも検討に遅れが生じている。令和4年度中に作業部会における「ピアサ

ポートの活用に係る事項」に関する検討は終了したため，最終報告を行うとともに，後半

テーマ「精神障害者の地域移行の推進」について検討していく。

③地域での安定

した生活を

支援する体制の

充実

（５）保健・医療・

福祉連携

精神障害者にも対応した地域包括ケア

システム構築に向けた以下の課題の検

討

・障害特性や様々なニーズに対応でき

る多様な住居資源の確保や居住支援

サービスの提供体制整備のあり方

・地域において支援に携わる職員の支

援力向上に向けた取組のあり方

・仲間同士の連帯を強め孤立を予防す

るピアサポート体制整備のあり方

精神障害のある方の地域移

行支援・地域定着支援

（４）地域移行・地

域定着支援

1　ピアスタッフの雇用

　精神科病院における普及啓発活動の回数も増加しており，引き続き

ピアスタッフの雇用を継続しつつ，地域移行・定着支援事業における

活動業務に充てる。また精神保健福祉審議会における議論を踏まえ，

本市で雇用しているピアスタッフについてより効果的な活用のあり方

について整理を進めていく。

2　精神保健福祉審議会

　「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に向け，後

半テーマである「精神障害者の地域移行の推進」の検討を進めてい

く。なお，検討方法については，①「入院中の精神障害者の地域移行

に係る事項」②「地域移行関係者の人材育成に係る事項」③「住まい

の確保と居住支援に係る事項」の3つの小テーマを設け，順次検討を進

めていく。

Ｒ6.1.1現在

1　ピアスタッフの雇用

（1）精神科病院における普及啓発活動

・長期入院者向け普及啓発活動：4回

・職員研修：1回

（2）個別支援

・個別支援ケース数：2件

（3）当事者活動・自助グループ支援

・精神保健福祉ハンドブック掲載団体数：16団体

・精神保健福祉ハンドブック配布部数：10,000部

2　精神保健福祉審議会

・「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に向け審議

を進めている。令和5年度は，「ピアサポートの活用に係る事項」につ

いて，本会において最終報告書案の報告を実施した。引き続き，後半

テーマである「精神障害者の地域移行の推進」について，作業部会を

設置し，検討を進めていく。
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令和5年度　仙台市障害者保健福祉計画の施策体系に基づく各施策の推進状況

重点分野を中心

とした主な事業

中間評価報告書におけ

る左記事業の主な課題
令和4年度質的モニタリングで出た意見等

量的モニタリング結果

（令和4年度実績及び評価）

令和5年度事業の進め方

（重点分野を中心とした主な事業）
令和５年度実績（見込み） 左記に対する評価

現計画における施策体

系

・令和５年度は，障害者保健福祉計画（平成30年度～令和５年度）の最終年度であり，令和２年度に策定した中間評価報告書の内容および令和４年度の量的・質的モニタリング結果等も踏まえ，施策を進める年度である。

・施策体系ごとの推進状況について，令和3年度より進捗管理を行っているもの。

心身障害者医療費の助成

・助成件数（令和5年3月末時点）：501,286件

・受給者数（令和5年3月末時点）：18,708人

障害のある方の医療費負担を軽減し，適切な受診機会を確保することができている。

障害のある方の医療費負担を軽減し，適切な受診機会を確保するた

め，今後も必要な助成を行っていく。

・助成件数（令和5年1月末）：442,413件

・受給者数（令和5年1月末）：18,798人

障害のある方の医療費負担を軽減し，適切な受診機会を確保すること

ができている。

特別児童扶養手当の支給

○特別児童扶養手当支給実績み

・受給者数(支給停止者数除く)1,795人

※受給者数は令和5年3月末時点

○特別児童扶養手当を支給することにより，心身に障害がある児童の福祉の増進を図るこ

とができている。

○申請に基づき，法令等に則って適切に支給を行うことができている。

厚生労働省からの通知や法令等を逐一確認し，個別の事情に適切に対

応するよう努める。

○特別児童扶養手当支給実績

・受給者数(支給停止者数除く)1,800人

※受給者数は令和5年12月末時点

○特別児童扶養手当を支給することにより，心身に障害がある児童の

福祉の増進を図ることができている。

○申請に基づき，法令等に則って適切に支給を行うことができてい

る。

③地域での安定

した生活を

支援する体制の

充実

（６）給付・手当等
受給者数増加に伴う心身障害者医療費

助成の処理・手続き量の増加

ひきこもり者地域支援事業
（５）保健・医療・

福祉連携

ひきこもり支援連絡協議会（拠点機能）を軸に地域団体を含む多くの

機関・団体間の連携強化を図る。また，ひきこもり状態にある方へ適

切な支援を届けるため，実態や支援ニーズの把握に向けた調査を行

う。

（１）ひきこもり地域支援センター

概要：ひきこもり者本人や家族等に対する支援を各種業務を組み合わせて実施する。

①相談支援：訪問支援：99件，電話相談：延704件，メール相談：延115件，来所相談：

延627件，その他：延32件　延相談件数＝1,577件

②ひきこもり地域相談会：8回（参加者数18名）

③家族支援（家族教室）：46回

④居場所支援（サロン）：延1,405名

評価：令和3年度と比較し,個別相談件数の減少（-439件）はみられたものの,サロン（居場

所）の利用者数（+127人）や家族教室の参加者数（+141人），ひきこもり地域相談会

（市民向け）の参加者（8開催，+3名）については堅調に増加した。

（２）ひきこもり青少年等社会参加促進事業

①所外活動（就労体験，外出支援等）：362名

②所内活動（調理活動，創作活動等）：206名

評価：実施回数の拡大には至っていないものの，ひきこもり地域支援センターからの受入

れの際に，利用者との関係構築にかかる工夫を図る等により，延利用者数は増加した。

（３）ひきこもり支援連絡協議会（拠点機能）　年11回開催

評価：新たにファイナンシャルプランナーや医療機関を加え，発達相談支援センター，精

神保健福祉総合支援センター，各区障害高齢化などの関係機関と共に，ひきこもり者の現

状に至る背景を推定し，支援方針の確立に役立つ助言を行うことができた。

(4)中高年ひきこもり者向け居場所支援モデル事業

延利用者数：843名

令和4年度利用者は843名であり，令和3年度と比較して，284名増加している。

主に40代以上の中高年ひきこもり者を対象に，社会再参加に向けて，専門スタッフがサ

ポートしながら，安心して過ごせる居場所や各種支援プログラムを提供することができ

た。

（５）親なきあと生活設計事業

①市民向け講演会（参加者数223名）

②支援者向け研修会（参加者数162名）

③ファイナンシャル・プランナーによる学習会　6回開催（参加者数102名）

④ファイナンシャル・プランナーによる個別相談会　12回開催（相談数95件）

「親なきあと生活設計事業」については，令和4年度から新たに開始し，個別相談会のほ

か，親なきあとを見据えた早期の準備の重要性を啓発するため，講演会や学習会を行っ

た。

＜NPO法人アスイク＞

い。そういった子のために，短時間就労の仕事があればよい。

・民間企業と行政がタッグを組んで，一部の業務を切り出してもらうといったこ

とも必要なのではないかと感じる・

・夜間帯の居場所があってもいいのではないか。

てない（立たない）という間口の狭さをどうにかする必要があると感じる。ま

た，こういった気持ちのある方を育てるような仕組みが行政から提供されるとあ

りがたい。

（１）ひきこもり地域支援センター

相談件数全体としては，前年度よりやや増加する見込みであり，特に

訪問は前年度比で約1.5倍になる見込みである。これは，高齢の親が公

共交通機関の利用が難しくセンターまで足を運べない場合，近隣の市

民センターを活用したり，支援希求が低い利用者は，相談支援が途切

れないよう積極的にアウトリーチを実施したためである。

（２）ひきこもり青少年等社会参加促進事業

利用者の状態に応じた所内外の活動の支援，利用者が自身のペースで

過ごせるよう配慮するなど，利用者それぞれが参加しやすい居場所を

提供することができた。利用者数は前年度よりやや増加する見込みで

ある。

（３）ひきこもり支援連絡協議会（拠点機能）

今年度は，専門公所や区役所との共同事例の他，8050問題世帯に関す

る地域包括支援センターや若者を対象とした，仙台市若者自立・就労

支援事業（ユースPASSO）との共同事例など，幅広い年代の事例につ

いて，参加した支援機関からの助言をもとに，ひきこもり者の現状に

至る背景の推定，蓋然性の高い支援方針の策定を行うことができた。

（４）中高年ひきこもり者向け居場所支援モデル事業

昨年度から引き続き，より丁寧な関わりが行われるよう，スタッフを

１名加配し，提供するプログラム内容の改善を図った。延利用者数は

昨年度と同程度を見込む。なお，モデル事業３年間のプログラムの効

果を検証し，ひきこもり状況からの改善に一定の有効性が認められ

た。今後，本格実施に向けて事業実績の精査を行う。

（５）親なきあと生活設計事業

令和5年度は相談室を常設化し，生活設計以外の福祉的課題に対応する

専任のソーシャルワーカーを配置した。

ファイナンシャルプランナーによる親なきあとを見据えた生活設計に

かかる学習会，個別相談会を継続して実施。マネーライフプランの作

成を行い，経済的な課題を明確にし，ひきこもり者の家族等が将来的

な見通しを持てるよう支援を行うことができた。

（６）ひきこもり支援ニーズ調査

調査結果については現在集計中。調査の結果を踏まえ，外部有識者で

構成するひきこもり支援体制評価委員会において，ひきこもり者の実

態やニーズに沿ったフォローアップ支援や支援プログラムについて検

討を行う予定。

なお，調査に回答いただいた方のうち，情報提供を希望された方に対

し，ひきこもり経験者の声，支援に関する情報を掲載した情報誌を12

月末までに2,980名に送付。

（１）ひきこもり地域支援センター（※12月時点）

概要：ひきこもり者本人や家族等に対する支援を各種業務を組み合わ

せて実施する。

延相談件数：1,235件（①相談支援：訪問支援：122件，電話相談：延

485件，メール相談：延66件，来所相談：延516件，オンライン相談1

件，その他：延45件）

②ひきこもり地域相談会：5回（個別相談11件）

③家族支援（家族教室）：42回

④居場所支援（サロン）：延965名

（２）ひきこもり青少年等社会参加促進事業（※12月時点）

①所外活動（就労体験，外出支援等）：305名

②所内活動（調理活動，創作活動等）：170名

（３）ひきこもり支援連絡協議会（拠点機能）年11回開催予定

（４）中高年ひきこもり者向け居場所支援モデル事業（※12月時点）

延利用者数：573名

（５）親なきあと生活設計事業（※11月時点）

①ファイナンシャル・プランナーによる学習会8回開催（参加者数107

名）

②ファイナンシャル・プランナーによるマネーライフプラン作成件数

70件

③ソーシャルワーカーによる相談支援等　延378件

（６）ひきこもり支援ニーズ調査

15歳から64歳の方が属する全ての世帯を対象に，ひきこもり状態にあ

る方の実態や支援ニーズ等の把握に向けた調査を実施。回答期限は３

月31日までとしており，集計は年度末までに行う予定である。

・より多くの事例の積み重ねととも

に，事例検討の質の向上

・事例検討の結果を踏まえた引きこも

り状態の改善に必要な社会資源につい

ての協議
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令和5年度　仙台市障害者保健福祉計画の施策体系に基づく各施策の推進状況

重点分野を中心

とした主な事業

中間評価報告書におけ

る左記事業の主な課題
令和4年度質的モニタリングで出た意見等

量的モニタリング結果

（令和4年度実績及び評価）

令和5年度事業の進め方

（重点分野を中心とした主な事業）
令和５年度実績（見込み） 左記に対する評価

現計画における施策体

系

・令和５年度は，障害者保健福祉計画（平成30年度～令和５年度）の最終年度であり，令和２年度に策定した中間評価報告書の内容および令和４年度の量的・質的モニタリング結果等も踏まえ，施策を進める年度である。

・施策体系ごとの推進状況について，令和3年度より進捗管理を行っているもの。

福祉的就労の充実

福祉的就労利用者の工賃向上のための

販路拡大等の支援

＜一般社団法人はぴかむ＞

・障害のある方のイベントに限らず行政のイベントに障害理解啓発ができるブー

スの出店があると良い。

・年間を通して，様々なイベントの中でPRができれば効果的と考える。

○障害者就労施設等からの物品等調達の推進

・626件，78,740,837円

・件数，金額ともに令和3年度から大幅に増加した。

○施設等自主製品の販売促進

・ふれあい製品フェア　6回

・ふれあい製品販売会

　区役所等　延べ822日間開催

　地下鉄仙台駅　46日間

　ララガーデン長町　8日間

・各販売会において開催日数が増加した。

○障害者就労施設等からの物品等調達の推進

障害者就労施設等からの物品等調達の推進を図るため，企業とのマッ

チング支援を行う。

○施設等自主製品の販売促進

施設等自主製品の販売促進のため，各区役所等におけるふれあい製品

販売会や勾当台公園におけるふれあい製品フェアを開催する。

○障害者就労施設等からの物品等調達の推進

・600件，76,518,697円

・件数，金額ともに令和4年度とほぼ同水準の見込み（11/24上期実

績・下期見込みについて照会済）

○施設等自主製品の販売促進

・ふれあい製品フェア　6回

・ふれあい製品販売会

　区役所等　延べ841日間開催

　地下鉄仙台駅　41日間

　ララガーデン長町　8日間

 　イオンスタイル仙台卸町　6日間

○障害者就労施設等からの物品等調達の推進

・昨年度同様，順調な実績が見込まれている。

○施設等自主製品の販売促進

・「区役所等」において　延べ822日（R4）から延べ841日間と増加し

ている。

・今年度から「イオンスタイル仙台卸町」でも販売会を開催してい

る。

障害者就労への理解促進

市民や企業等に対する障害者就労への

理解促進

＜ハローワーク仙台＞

・中小企業は，雇用について行政指導や納付金の対象とならず，フォロー体制も

取りにくいので，求人レベルが上がり，雇用が進みにくい。

・ロールモデルとして，障害者雇用の好事例周知は重要である。

＜はたらポート仙台＞

・企業向けの理解促進はなお必要。加えて，市民の理解も進み，雇用する企業を

応援する風土が醸成されると良い。

・雇用経験の無い企業は，障害理解から始まるため，実績に結び付くまで時間が

かかり，雇用のきっかけには法の要請も必要になる。

・事例を共有しても，自社では無理という考えになりがち。

・就労者の生活上の課題について，相談支援事業所等の相談機関に繋がるケース

がほとんどない。

・就労支援は再現性がなく，支援への自信が持ちにくい。

○障害のある方の職業能力開発の促進

・雇用促進セミナー：3回開催

・雇用促進のためのホームページの運営

本市で障害者雇用貢献事業者として表彰した企業と連携したセミナーを開催するなど，障

害者雇用への理解促進に資する取組みを実施した。

○障害者雇用促進貢献企業の表彰

・応募総数：3件

・表彰総数：2件（(株)仙台にしむら，プルデンシャル生命保険(株)ドライデンカスタマー

センター）

特に多かった昨年度に比べると，例年並みの表彰数となったが，障害のある方が長期で安

定して就労する優良企業の表彰を行うことができた。

障害者雇用率の引き上げ等を見据え，次年度以降も，障害者雇用の経

験の無い企業や安定した継続雇用を目指す企業に対し，障害者雇用の

意義や雇用管理のポイントなどを伝えるセミナーを企画していく。

○障害のある方の職業能力開発の促進

・雇用促進セミナー：3回開催

・雇用促進のためのホームページの運営

○障害者雇用促進貢献企業の表彰

・応募総数：2件

・表彰総数：2件（(株)ダイワ技術サービス，(株)デンコードー）

○障害のある方の職業能力開発の促進

本市で障害者雇用貢献事業者として表彰した企業と連携したセミナー

を開催するなど，障害者雇用への理解促進に資する取り組みを実施

し，参加企業からは障害者雇用に繋がったケースも生じた。

○障害者雇用促進貢献企業の表彰

市内の地元中小企業を含め，障害のある方が安定して雇用されている

優良企業の表彰を行い，取り組みの周知を行うことができた。

④生きがいにつ

ながる就労と社

会参加の充実

○障害者就労支援センター運営

今回：就職件数は減少しているが，他所では支援ニーズを充足できな

い困難ケースを受入れ，丁寧な支援を提供しつつ，新規就労者の高い

職場定着率を保っている。

○障害者在宅就労の促進

引続き，重度身体障害のある方に対し，寄り添った講座を実施した。

○知的障害者チャレンジオフィス

毎年度，着実に一般就労に繋げることができており，適切な支援が行

われている。

○視覚障害者就労支援促進職業リハビリテーション

前年度より訓練実人数・延べ訓練回数が増加，就職者数は前年同様の

実績であった。就労支援事業者研修会において事業者に対する理解促

進を図っていく。

○障害者就労支援センター運営

・支援対象者：662人（身体66人，知的95人，精神223人，発達180

人，高次脳11人，難病13人，その他74人）

・相談件数（延べ）：11,639件

・新規就労者数：27人

・離職者数：0人

・就労支援連絡会議の開催：4回

○障害者在宅就労の促進

・障害のある方へのITによる在宅就労訓練講座：7講座，延べ32人参加

○知的障害者チャレンジオフィス

・支援者数：7名（うち，令和4年度新規採用：4名）

・就職者数：3名

○視覚障害者就労支援促進職業リハビリテーション(見込み）

・訓練利用実人数　25人

・延べ訓練回数　165回

・職業講習会開催回数　12回

・就労支援事業者研修会開催回数　1回

・訓練後の進路状況　就職15人　求職中10人

○障害者就労支援センター運営

次年度以降も，障害者雇用の総合相談窓口として，障害のある方等へ

の丁寧な支援を継続していくとともに，支援機関の支援スキルアップ

のための取組を行っていく。

○障害者在宅就労の促進

障害者の在宅就業のニーズに合った講座内容を企画し，継続して重度

障害のある方への支援を行っていく。

○視覚障害者就労支援促進（職業リハビリテーション）

・引き続き，個別の職業リハビリテーションを実施する。仕事に就く

視覚障害者を増やすために，事業所等に対する普及啓発を実施する。

○知的障害者チャレンジオフィス

　運営の在り方について，適宜必要な見直しを図ることにより，就職

及びその後の安定した職場定着に必要となる職業スキル等を効果的に

習得できるよう，個々の障害特性等に配慮しながら支援していく。

○障害者就労支援センター運営

・支援対象者：合計579人（身体73人，知的124人，精神195人，発達134人，高次脳8

人，難病5人，その他40人）

・相談件数（延べ）：11,121件

・新規就労者数：34人

・離職者数：5人

・就労支援連絡会議の開催：2回

相談件数は低下しているが，他所では支援ニーズを充足できない困難ケースを受入れ，丁

寧な支援を提供しつつ，新規就労者の高い職場定着率を保っている。

○障害者雇用マッチング強化

・新規開拓対象事業所等（企業数：90社，支援機関：37機関）

・新規開拓訪問回数：合計235回（企業訪問：121回，支援機関：177回）

・採用者：18人

・採用者の職場定着支援：（企業数：109社，訪問回数：117回）

企業や支援機関に対し支援を実施。特に，支援機関に対しては，企業のナチュラルサポー

ト形成を支援できるよう，サポートを行った。

○障害者在宅就労の促進

・障害のある方へのITによる在宅就労訓練講座：9講座，延べ33人参加

引続き，重度身体障害のある方に対し，寄り添った講座を実施した。

○視覚障害者就労支援促進職業リハビリテーション

・訓練利用実人数：22人（R3：29人）

・延べ訓練回数：105回（R3：208回）

・職業講習会開催回数：12回（R3：9回）

・訓練後の進路状況：就職16人（R3：14人），求職中4人（R3：8人），その他2人

（R3：7人）

前年度より訓練実人数・延べ訓練回数は減少したものの，就職者数は増加した。

○知的障害者チャレンジオフィス

・支援者数：7名（うち，令和4年度新規採用：4名）

・就職者数：4名

　毎年度，着実に一般就労に繋げることができており，適切な支援が行われている。

＜就労移行支援事業所＞

・手帳無し利用者（精神・発達）が増えているが，雇用率にカウントされず，企

業は雇用に消極的で，支援にも課題を抱えやすい。

・身体を希望し，精神・発達障害者の雇用が進みにくい企業はまだ多く，定着し

なかった場合は，再雇用のハードルも上がりやすい。

・利用者の獲得や市の傾向としてセルフプランのケースが多く，利用調整に時間

を割くため，研修等に参加する時間がない。また，指導に活かせるような，中級

者以上向けの研修が少ない。

就労移行支援事業所等の関係機関の支

援スキル向上
一般就労への移行促進

（１）一般就労・福

祉的就労

9／14



令和5年度　仙台市障害者保健福祉計画の施策体系に基づく各施策の推進状況

重点分野を中心

とした主な事業

中間評価報告書におけ

る左記事業の主な課題
令和4年度質的モニタリングで出た意見等

量的モニタリング結果

（令和4年度実績及び評価）

令和5年度事業の進め方

（重点分野を中心とした主な事業）
令和５年度実績（見込み） 左記に対する評価

現計画における施策体

系

・令和５年度は，障害者保健福祉計画（平成30年度～令和５年度）の最終年度であり，令和２年度に策定した中間評価報告書の内容および令和４年度の量的・質的モニタリング結果等も踏まえ，施策を進める年度である。

・施策体系ごとの推進状況について，令和3年度より進捗管理を行っているもの。

（2）日中活動
障害者福祉センター運営管

理

既存事業のあり方及び障害者福祉セン

ターで新たに担うべき機能の検討

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）事業

　機能訓練：延2,964件

　生活訓練：延460件

・生活介護事業　延2,320件

・貸館事業　延18,743件

高次脳機能障害者向けの生活訓練事業を本格実施し，体制整備を行い，R3年度よりも利

用件数が増加した。

高次脳機能障害や発達障害，視覚障害などの新たな利用者の受入れを

図っていく。また，福祉避難所の体制づくりに向け，地域とのつなが

りをより強化する取組を推進していく。

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）事業

　機能訓練：延2,763件

　生活訓練：延1,418件

・生活介護事業　延2,265件

・貸館事業　延18,218件

泉障害者福祉センターの大規模修繕等により令和4年度よりも延べ件数

が減少した事業があるものの，高次脳機能障害者・発達障害者向け生

活訓練事業が軌道に乗り，令和4年度と比べ大幅に利用が増加してお

り，令和4年度より実施した事業見直しの効果が表れている。

２０２０東京パラリンピッ

クに向けた選手発掘・育成

委開催事業

・障害者スポーツへの関心を継続させ

る取組の検討

・障害者スポーツ参加者のすそ野の拡

大

＜仙台市障害者スポーツ協会＞

東京パラリンピックの開催によって，競技に対する認知度は上がったので，理解

促進につなげていきたい。当事者が障害者スポーツに取り組むには環境や用具を

整える必要があり，まだハードルが高い。

・パラリンピックスポーツ教室

　6回実施　参加者63名

・パラリンピックスポーツ体験会(ボッチャ体験会)

　２回実施。参加者　493名（7月，3月）

新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和のため，市民の方向けの体験会を商業施

設にて実施することができた。

パリパラリンピックに向け，広く障害者スポーツに関心を持ってもら

い，障害理解促進につながるよう取り組みを検討しながら事業を進め

ていく。

・パラリンピックスポーツ教室

　6回実施　参加者49名

・パラリンピックスポーツ体験会(ボッチャ体験会)

　２回実施。参加者　217名（6月，2月）

※令和6年2月見込み

市民の方向けの体験会をイベント開催時や商業施設にて実施し，広く

障害者スポーツを広めることができた。

各種レクリエーション活動

の推進

レクリエーション教室開催事業

・身体　開催回数：3回，参加者数：211人

・知的　開催回数：67回，参加者数：209人(うち30回中止)

・精神　開催回数：7回，参加者数：48人

・3障害　開催回数：3回，参加者数：99人

新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和のため，回数や参加人数が増加した。

パリパラリンピックに向け，広く障害者スポーツに関心を持ってもら

い，障害理解促進につながるよう取り組みを検討しながら事業を進め

ていく。

レクリエーション教室開催事業（令和6年2月見込み）

・身体　開催回数：2回，参加者数：71人

・知的　開催回数：56回，参加者数：674人

・精神　開催回数：5回，参加者数：97人

・3障害　開催回数：1回，参加者数：74人

各障害区分に合わせたレクリエーション教室を開催することができ

た。

新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和により，知的や精神

の参加数が増加した。

・文化・芸術活動の振興

＜多夢多夢舎中山工房＞

のデザインに使用してもらう等）

障害のある方の文化・芸術活動の普及・啓発に寄与した。

○障害者による書道・写真・絵画コンテストの実施（応募作品数：書道の部69点，写真の

部19点，絵画の部50点）

○写真，書道，絵画教室等：参加者99人

上記コンテストへの応募を目標とした教室の実施

○ウエルフェアアート展

障害者週間の間，福祉プラザ2Ｆ等で入賞作品を展示した。

○紙上交流誌「わっか」を発行予定。

発行回数：1回

障害者による書道・写真・絵画コンテストを開催し，入賞作品については全国コンテスト

に推薦するほか，「ウエルフェアアート展」として福祉プラザ2Ｆ等に展示した。

事業について一層の周知を図るとともに，引き続き障害のある方の文

化・芸術活動の意欲を高めるような教室等を開催していく。

障害のある方の文化・芸術活動の普及・啓発に寄与した。

○障害者による書道・写真・絵画コンテストの実施（応募作品数：書

道の部52点，写真の部40点，絵画の部44点）

○写真，書道，絵画教室等：参加者17人

上記コンテストへの応募を目標とした教室の実施

○ウエルフェアアート展

障害者週間の間，福祉プラザ2Ｆ等で入賞作品を展示した。

○紙上交流誌「わっか」を発行予定。

発行回数：1回

障害者による書道・写真・絵画コンテストを開催し，入賞作品につい

ては全国コンテストに推薦するほか，「ウエルフェアアート展」とし

て福祉プラザ2Ｆ等に展示した。

障害のある方の文化・芸術活動の普及・啓発に寄与した。

精神障害者ピアカウンセリ

ング事業

・ピアカウンセリング講座

　年3回開催，参加延人数：46人

　1回目開催（令和4年7月21日）参加者16人

　2回目開催（令和4年10月14日）参加者18人

　3回目開催（令和5年1月5日）参加者12人

・ピアトークショー

　年1回開催（令和5年3月17日/仙台福祉プラザ）

　テーマ「私が悩んでいること，困っていること」

令和3年度に比べ参加者は15名増加しており，当事者同士の交流の場として需要はあるも

のと考えられる。当事者活動団体を通じての周知などを行ってはいるが，今後より多くの

方に参加してもらえるよう周知の方法について検討が必要。

当事者同士の交流の場は，貴重であるため,様々な人に活動を周知して

いくとともに，当事者の話す時間等の開催方法等については，仙台市

精神保健福祉団体連絡協議会と協議していく必要がある。

・ピアカウンセリング講座

　年3回開催，参加者延人数：35名

　1回目開催（令和5年8月10日）参加者12人

　2回目開催（令和5年10月26日）参加者14人

　3回目開催（令和6年1月11日）参加者9人

・ピアトークショー（令和6年3月開催予定）

　ピアカウンセリング講座について，昨年度と比較し，参加者延人数

が減少しているため，当該講座の周知方法や開催後の振り返り等につ

いて見直していく必要がある。

セルフヘルプグループの育

成支援

当事者の体調悪化による活動の中断があり，令和3年度実績に比べ，1団体減少し計3団体

となった。活動や運営について相談や協力ができることを伝えてはいるが，当事者自身が

活動することも踏まえ，定期的に活動内容を確認し助言を行えるようにしていく必要があ

ると考える。

令和5年度から参加を希望する団体が3団体出てきており，より活動の

幅が広がる可能性が高い。当事者自身が先頭に立って活動することを

踏まえ，不安なく円滑に進められるよう，仙台市精神保健福祉団体連

絡協議会と協議していきながら，引き続き支援していく。

セルフヘルプ育成支援事業：5団体 令和4年度と比較して，本事業における支援団体数は増加した。今後

は，これらの団体の取組み等について，当事者や支援者らと共有する

機会を設けるなどし，より多くのセルフヘルプグループの立ち上げや

活動が促進されるよう育成を進めていく必要がある。

知的障害のある方の本人活

動の支援

本人活動支援事業

・17回（うち11回中止）実施，延べ参加者数：88人

　登録者数：36人

障害特性上マスクの着用が難しく，新型コロナウイルス感染症による中止が続いた。

引き続き，福祉まつりウエルフェア等，他の事業との連携も図りなが

ら，本人主体の活動運営を支援していく。

本人活動支援事業（令和6年2月見込み）

・14回実施，延べ参加者数：175人

　登録者数：30人

公園の清掃やウエルフェアスポーツへの参加などの活動を行うことが

出来た。

（３）スポーツ・

 レクリエーショ

ン・ 芸術文化

・障害者スポーツへの関心を継続させ

る取組の検討

・障害者スポーツ参加者のすそ野の拡

大

④生きがいにつ

ながる就労と社

会参加の充実

（４）当事者活動

精神障害者ピアカウンセリング事業に

ついて，当事者団体に係る情報発信の

あり方の検討，新たな当事者団体及び

メンバーの発掘・育成
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令和5年度　仙台市障害者保健福祉計画の施策体系に基づく各施策の推進状況

重点分野を中心

とした主な事業

中間評価報告書におけ

る左記事業の主な課題
令和4年度質的モニタリングで出た意見等

量的モニタリング結果

（令和4年度実績及び評価）

令和5年度事業の進め方

（重点分野を中心とした主な事業）
令和５年度実績（見込み） 左記に対する評価

現計画における施策体

系

・令和５年度は，障害者保健福祉計画（平成30年度～令和５年度）の最終年度であり，令和２年度に策定した中間評価報告書の内容および令和４年度の量的・質的モニタリング結果等も踏まえ，施策を進める年度である。

・施策体系ごとの推進状況について，令和3年度より進捗管理を行っているもの。

（４）当事者活動
精神障害のある方の障害者

ボランティア活動の支援

精神障害者ピアカウンセリング事業に

ついて，当事者団体に係る情報発信の

あり方の検討，新たな当事者団体及び

メンバーの発掘・育成

スキルアップ研修4回実施，延べ参加者人数：115人

・日頃支援を受けることが多いと考えられる当事者や家族のボランティア活動への参加を

支援している。

精神保健福祉ボランティア団体活動講座１回実施，参加人数７名

例年通り実施することができた。

引き続き，支援者や精神障害のある方の意見を取り入れ，よりニーズ

の高い内容の講座を実施していく。また，ボランティア活動では参加

者を増やしていけるよう効果的な募集方法等を検討していく。

スキルアップ研修4回実施，延べ参加者人数：90人

・日頃支援を受けることが多いと考えられる当事者や家族のボラン

ティア活動への参加を支援している。

精神保健福祉ボランティア団体活動講座1回実施，参加人数12名

※令和6年2月見込み

研修や講座を開催することができた。

参加者数は昨年度と同程度となった。

障害のある方への交通費等

の助成

各々の障害の状況に合った助成内容を選択し，多くの障害のある方が制度を活用し交通機

関等を利用しており，社会参加活動の促進が実現されている。

交付人数（令和5年3月末時点）

・ふれあい乗車証：16,401人

・福祉タクシー利用券：9,928人

・自家用自動車燃料費助成券：6,115人

引き続き，障害のある方の社会参加を推進していく。 交付人数（令和6年1月末時点）

・ふれあい乗車証：17,199人

・福祉タクシー利用券：9,916人

・自家用自動車燃料費助成券：6,083人

各々の障害の状況に合った助成内容を選択し，多くの障害のある方が

制度を活用し交通機関等を利用しており，社会参加活動の促進が実現

されている。

外出支援等のサービス提供

ヘルパー不足が深刻な課題であるため，資格取得のための研修受講費用を安く・

もしくは無料にしてほしい。

・同行援護　延べ利用者数：2,665人

・行動援護　延べ利用者数：136人

両サービスとも若干ではあるが令和３年度よりも利用者数が増えた。コロナ禍のために落

ち込んだ外出支援のニーズが，少しずつ元の水準に戻りつつあることがうかがえる。

外出に支援を要する方が社会参加等を積極的に行えるよう，利用者・

事業者双方への制度の周知を継続しつつ，ヘルパー確保のための方策

についても併せて検討を進める。

・同行援護　延べ利用者数：2,674人

・行動援護　延べ利用者数：135人

令和４年度とほぼ同程度の実績となることが見込まれ，支援を必要と

する方へ安定的にサービスを提供できていることが伺える。

ガイドヘルパーの派遣

利用登録者数：83人

派遣回数：239回

令和３年度とほぼ同程度の実績となった。

外出を主とするサービスは対象者要件によって複数存在しており事業

のあり方について今後も検討を要するが，既存の制度だけでは対応で

きないニーズを補う制度として，引き続き制度の周知に努めていく。

利用登録者数：83人

派遣回数：180回

利用登録者数はほぼ横ばいで，派遣回数は令和４年度よりも減少する

見込みである。

（５）移動・外出支

援

同行援護及び行動援護について，サー

ビスを提供する事業所及びヘルパーの

確保

④生きがいにつ

ながる就労と社

会参加の充実

（６）意思疎通支援 点字・声の広報発行 意思疎通支援者の着実な養成

（点字市政だより，声の広報）

市政だよりの点字版・音声版の発行およびYouTube配信により，視覚

等に障害のある方に適時必要な市政情報を発信した。また，市政ラジ

オ番組も活用し，周知を行った。

（生活情報の点字・音声版提供者数，ふれあいガイド，点字，音訳

サービス）

視覚等に障害のある方の生活に密着した情報を発信した。また，点字

や墨字，デイジー版，カセットテープ版など，個々のニーズに沿った

形で情報提供を行っていくとともに，より広くサービスを周知し，障

害のある方の情報保障を図った。

〇点字市政だより：月２回（3日・15日）

・全市版：延2,561部作成

・区版：延2,097部作成

〇声の広報：月１回

・カセットテープ版：延228本作成（マスター版含む）

・CD版：延1,396本作成（マスター版含む）

・YouTube発信（毎月）

（点字市政だより，声の広報）

市政だよりの点字版・音声版の発行およびYouTube配信により，視覚等に障害のある方に

適時必要な市政情報を発信した。

○生活情報の点字・音声版提供者数

・点字版：1,750人

・音声版：1,771人

○ふれあいガイド点字・音訳版作成部数

・テープ版：抜粋版20組，完全収録版(マスターのみ）

・音声版：完全収録版80枚

・点字版40部

○点字，音訳サービス利用件数

・点訳サービス：35件

・朗読サービス：0件

（生活情報の点字・音声版提供者数，ふれあいガイド，点字，音訳サービス）

視覚等に障害のある方の生活に密着した情報を発信した。

また，点字や墨字，デイジー版，カセットテープ版など，個々のニーズに沿った形で情報

提供を行っていくとともに，より広くサービスを周知し，障害のある方の情報保障を図っ

た。

（点字市政だより，声の広報）

視覚等に障害のある方に適時適切な市政情報を届けるとともに，情報

の保証を図るため，引き続き市政だよりの点字版・音声版の発行およ

びYouTube配信を行う。また，より多くの方に認知・利用していただ

けるよう周知を行い，情報保障の推進を図る。

（生活情報の点字・音声版提供者数，ふれあいガイド，点字，音訳

サービス）

今後も，視覚等に障害のある方の生活に密着した情報を発信してい

く。

また，点字や墨字，デイジー版，カセットテープ版など，個々のニー

ズに沿った形で情報提供を行っていくとともに，より広くサービスを

周知し，障害のある方の情報保障を図っていく

〇点字市政だより：月２回（3日・15日）

・全市版：延2,452部作成

・区版：延2,043部作成

〇声の広報：月１回

・カセットテープ版：延228本作成（マスター版含む）

・CD版：延1,399本作成（マスター版含む）

・YouTube発信（毎月）

※12月末時点の実績に，12月号の発行部数×３か月分を足して算出

○生活情報の点字・音声版提供者数

・点字版：1,080人

・音声版：1,620人

○ふれあいガイド点字・音訳版作成部数

・テープ版：抜粋版20組，完全収録版(マスターのみ）

・音声版：完全収録版300枚

・点字版50部

※令和6年2月見込み
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令和5年度　仙台市障害者保健福祉計画の施策体系に基づく各施策の推進状況

重点分野を中心

とした主な事業

中間評価報告書におけ

る左記事業の主な課題
令和4年度質的モニタリングで出た意見等

量的モニタリング結果

（令和4年度実績及び評価）

令和5年度事業の進め方

（重点分野を中心とした主な事業）
令和５年度実績（見込み） 左記に対する評価

現計画における施策体

系

・令和５年度は，障害者保健福祉計画（平成30年度～令和５年度）の最終年度であり，令和２年度に策定した中間評価報告書の内容および令和４年度の量的・質的モニタリング結果等も踏まえ，施策を進める年度である。

・施策体系ごとの推進状況について，令和3年度より進捗管理を行っているもの。

ひとにやさしいまちづくり

の推進

バス及び地下鉄のバリアフリー化の推

進について，設備整備に向けた関係機

関との調整

バリアフリーの広報・啓発活動の実施

・小学校からの依頼の出前講座（バリアフリー等に関する講座　1校 参加者計100名）

・心のバリアフリー啓発ポスター・クリアファイル作成及び配付（配付数　ポスター：

245部　クリアファイル：2,315個　ポケットティッシュ：100個　ユニバーサルデザイン

啓発グッズ　100個）

・啓発用ポスターの公共交通機関への掲示（令和5年2月～3月）掲示枚数　ポスター：

412枚

・啓発ポスター等は，新型コロナウイルス感染症の影響に波があったため，令和3年度と

同様，会員や学校，市民センター等に配布し，現状できる範囲での啓発活動を行った。

バリアフリーに関して，引き続き周知・啓発に努めるとともに，一層

の周知を図る。

また，バリアフリー法の改正に伴う，新たに周知・啓発をする情報の

検討を進める。

バリアフリーの広報・啓発活動の実施

・心のバリアフリー啓発ポスター・クリアファイル作成及び配付

・啓発用ポスターの公共交通機関への掲示

※配布数及び掲示枚数については４月実績確定

バリアフリーに関して，引き続き周知・啓発に努めるとともに，一層

の周知を図る必要がある。

また，バリアフリー法の改正に伴う，新たに周知・啓発をする情報の

検討を進める必要がある。

（仮称）青葉障害者福祉セ

ンターの整備

（仮称）青葉障害者福祉センターにつ

いて，複合施設としての整備に向けた

必要な機能の検討

・重心放デイや生活介護については必ずしも不足しているわけではない。

・医療型ショートステイについては不足しており，市の施設などの活用も効果的

であると思う。

・プロポーザルにより基本設計の委託業者を選定し，基本設計に着手することができた。 ・基本設計の完了。実施設計の着手。 （仮称）青葉障害者福祉センターの整備に向け旭ケ丘地域との協議を

継続し，設計のために必要な内容を整理したうえ，基本設計を実施し

た。また，土壌汚染対策法に定める申請のため，土壌汚染調査を実施

した。

基本設計により施設レイアウトの検討を進めることができた。土壌汚

染調査の結果等を踏まえ，引き続き整備事業を着実に進める必要があ

る。

生活介護事業所の整備・老

朽化施設の建て替え等

・受入枠の状況及び将来的需要を考慮

した生活介護事業所の新規整備に対す

る支援の検討

・老朽化が進む民間生活介護事業所施

設の改築・大規模修繕に対する整備促

進の検討

・老朽化に伴い，支援に支障が生じている。また，利用者からも建て替えや修繕

を望む声が上がっている。

・補助がなければ（法人の手出しのみでは）大規模修繕や建て替えは難しい。

・市街化調整区域内での建て替えについても柔軟に対応してほしい。

・老朽化が激しい民間の生活介護事業所の建て替えへの整備費補助を実施することができ

た（建物が市の所有から民間所有へと変わった）。

・市内生活介護事業所の需給状況を鑑み，特に不足が見込まれる青葉区又は泉区において

生活介護事業所の整備を行う事業を募集し，令和5年度に補助を実施する事業を選定する

ことができた。

・市内生活介護事業所の需給状況を鑑み，青葉区にて施設を整備する

事業に対し補助を実施する（令和4年度中に事業選定済み）。

・令和4年度に事業選定した青葉区での施設整備について，工事着工し

ており，年度内に竣工する予定である。

予定どおりに進んでいる。

（1）バリアフ

リー・ユニバーサル

デザイン

④生きがいにつ

ながる就労と

社会参加の充実

（６）意思疎通支援
障害がある方のコミュニ

ケーションの支援
意思疎通支援者の着実な養成

⑤安心して暮ら

せる生活環境の

整備

・奉仕員への関心を高め，受講者の意識の向上につながる取組を検討

していくとともに，受講者と障害者や現役通訳者との交流の機会を設

け，奉仕員の技術や活動意欲の向上を図った。

・派遣については，利用者の増加やニーズの多様化に対応していける

よう，派遣体制の確保を図った。

（バス）

○バス車両

ノンステップバス購入・LED行先表示器共に予定通り実施した。

ノンステップバス28両の導入により，全車両466両のうちノンステッ

プバスが441両となった。

〇バス停留所

電照式標識については，設置費用の高騰により5か所設置予定のところ

4か所の設置となった。

上屋・ベンチについては，広告付き上屋の設置数が少なかったことに

より，目標を僅かに下回る結果となった。

（２）サービス提供

体制の基盤整備

（バス）

○バス車両

ノンステップバスの導入：22両

ＬＥＤ行先表示器の更新：121両

中型車の入札不調により，ノンステップバスの導入において目標を下回る結果となった。

ノンステップバス22両の導入により，全車両466両のうちノンステップバスが423両と

なった。

〇バス停留所

電照式標識を設置：5か所

上屋・ベンチを設置：6か所

交通局設置上屋が入札不調だったこと，広告付き上屋の設置数が少なかったことにより，

目標を下回る結果となった。

（バス）

○バス車両

ノンステップバスの導入：28両

ＬＥＤ行先表示器の更新：84両

〇バス停留所

電照式標識を設置：5か所

上屋・ベンチを設置：8か所

（広告付き：5か所）

令和３年３月に策定された「第３期仙台市交通局バリアフリー特定事

業計画」に基づき，引き続き「バリアフリー化」の実施，推進を行っ

ていく。

バス及び地下鉄のバリアフ

リー化の推進

バス及び地下鉄のバリアフリー化の推

進について，設備整備に向けた関係機

関との調整

（バス）

○バス車両

ノンステップバスの導入：28両

ＬＥＤ行先表示器の更新：84両

〇バス停留所

電照式標識を設置：4か所

上屋・ベンチを設置：7か所

令和３年３月に策定された「第３期仙台市交通局バリアフリー特定事

業計画」に基づき，引き続き「バリアフリー化」の実施，推進を行

う。

○手話通訳相談員

・市役所・各区役所等7箇所に配置。

○各種奉仕員養成研修修了人数

・手話奉仕員(入門)：18人

・手話奉仕員(基礎)：16人

・手話通訳者：6人

〇各種奉仕員養成研修受講人数

・点訳（基礎）：8人

・朗読（入門）：15人

○手話奉仕員等派遣者数

・手話通訳者：968人

・要約筆記：13人（手書き），10人（パソコン）

○要約筆記者養成研修修了人数：

手書き6人，パソコン6人

○盲ろう通訳介助員養成研修修了人数：6人

○盲ろう通訳・介助員派遣者数：467人

○失語症者向け意思疎通支援者養成研修修了人数：19人

・奉仕員への関心を高め，受講者の意識の向上につながる取組を検討していくとともに，

受講者と障害者や現役通訳者との交流の機会を設け，奉仕員の技術や活動意欲の向上を

図った。

・派遣については，利用者の増加やニーズの多様化に対応していけるよう，派遣体制の確

保を図った。

・新型コロナウイルス感染症対策をしながら，必要な研修や派遣を行えるように検討し

た。

・奉仕員への関心を高め，受講者の意識の向上につながる取組を検討

していくとともに，受講者と障害者や現役通訳者との交流の機会を設

け，奉仕員の技術や活動意欲の向上を図っていく。

・派遣については，利用者の増加やニーズの多様化に対応していける

よう，派遣体制の確保を図っていく。

○手話通訳相談員

・市役所・各区役所等7箇所に配置。

○各種奉仕員養成研修修了人数

・手話奉仕員(入門)：21人

・手話奉仕員(基礎)：14人

・手話通訳者：3人

〇各種奉仕員養成研修受講人数

・点訳（入門）：8人

・朗読（基礎）：9人

○手話奉仕員等派遣者数

・手話通訳者：970人

・要約筆記：4人（手書き），9人（パソコン）

○要約筆記者養成研修修了人数：

手書き5人，パソコン4人

○盲ろう通訳介助員養成研修修了人数：10人

○盲ろう通訳・介助員派遣者数：470人

○失語症者向け意思疎通支援者養成研修修了人数：13人

※令和6年2月見込み
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令和5年度　仙台市障害者保健福祉計画の施策体系に基づく各施策の推進状況

重点分野を中心

とした主な事業

中間評価報告書におけ

る左記事業の主な課題
令和4年度質的モニタリングで出た意見等

量的モニタリング結果

（令和4年度実績及び評価）

令和5年度事業の進め方

（重点分野を中心とした主な事業）
令和５年度実績（見込み） 左記に対する評価

現計画における施策体

系

・令和５年度は，障害者保健福祉計画（平成30年度～令和５年度）の最終年度であり，令和２年度に策定した中間評価報告書の内容および令和４年度の量的・質的モニタリング結果等も踏まえ，施策を進める年度である。

・施策体系ごとの推進状況について，令和3年度より進捗管理を行っているもの。

人工呼吸器装着児者等に対

する災害時個別支援計画作

成の推進

・災害時個別支援計画未策定の在宅人

工呼吸器常時装着児者への計画策定

・支援者間で定期的に災害時個別支援

計画の検証・修正を行う仕組みづくり

・震災（3.11）を経験した人ならば，災害時の備えに関する支援（災害時個別計

画含む）は業務の一つとして当たり前として支援に組み込んでいると思われる。

・家族とケアマネジャーだけで作成する災害時個別計画は実行性がないものに

なってしまうため，退院カンファレンス等で医師，看護師，保健師等の様々な専

門職の意見を落とし込んでいくことが大切である。

・震災の経験を踏まえ，具体的にどういったものが必要なのかを伝えることで災

害時のイメージを図り，本人・家族に災害時の備えの必要性を理解してもらうこ

とが大切である。

〇各区障害高齢課及び各総合支所保健福祉課における災害時個別計画新規作成着手 16件

〇災害時想定実地訓練 5件

〇災害時個別計画に関する講演

　・11/15　泉区難病患者等支援者研修会「災害時の電源確保について」

　・12/14　宮城野区難病患者等支援者研修会「難病患者の災害時の備えについて」

【評価】

　災害時個別計画の作成・災害時想定実地訓練の実施について，その概要や必要性を知ら

ないことにより本人・家族・支援者の理解が得られにくいケースがあった。また，本人が

病気を受容できていなかったり，新型コロナウイルス感染症を理由に断られてしまったり

する等，支援の介入が困難だった。

　こうした困難な状況の中でも，支援者同士で机上訓練を行ったり，避難経路の確認等比

較的短時間で行ったりする等工夫して訓練実施につなげている。

　また，本人や家族との日頃から関わりの多い支援者向けに災害に関する研修の中で災害

時個別計画の周知も併せて行う等，支援者への周知の機会の確保に取り組んでいる。

災害時個別計画の常時人工呼吸器装着児者の新規作成者について，各

区2件以上作成することとする。また，災害時個別計画の作成率の達成

目標を75％とする。

また，災害時個別計画作成及び実地訓練の必要性を理解してもらうた

め，引き続き災害時個別計画のチラシを窓口で配布する等，啓発に努

めていく。

〇各区障害高齢課及び各総合支所保健福祉課における災害時個別計画

新規作成着手 ※件数は４月以降確定

〇災害時想定実地訓練 ※件数は４月以降確定

〇災害時個別計画に関する講演

　・11/7　青葉区難病患者等支援者研修会「災害時の備えについて学

ぶ～災害時個別計画の作成や実地訓練の事例を通して～」

　・12/15　宮城野区難病患者等支援者研修会「難病患者の災害時の

備えについて」

　・1/25　若林区難病患者等支援者研修会「難病患者等の災害時の備

えについて～災害時個別計画の作成と活用の実際～」

災害時個別計画の作成・災害時想定実地訓練の実施について，その概

要や必要性を知らないことにより本人・家族・支援者の理解が得られ

にくいケースがあった。また，本人が病気を受容できていなかった

り，家族が仕事で忙しいことを理由に断られてしまったりする等，支

援の介入が困難だった。

　こうした困難な状況の中でも，支援者同士で机上訓練を行ったり，

あらかじめ区で作成した計画を元に検討する等の工夫をして計画作成

につなげている。

　また，計画作成後には避難経路の確認等比較的短時間で訓練を実施

する等工夫して訓練実施につなげている。

事業継続計画（BCP）策定

の普及・啓発

・BCP研修（令和5年2月28日～3月20日）参加1,105事業所

集団指導と合わせ，開催方法をオンデマンド形式に変更した。受講者の都合に合わせて視

聴可能となることから，受講率と理解度の向上が期待できる。また，集団指導の期間が過

ぎても，動画の視聴を可能としたことから，不明な点があれば繰り返し視聴してもらうな

どし，策定率の向上に寄与させたい。

令和6年度のBCP策定義務化に向け，集団指導の一環として実施する

BCP研修等を活用し，有効なBCP策定の支援を図る。

・BCP研修（令和5年10月10日～11月6日）参加1,215事業所 集団指導の一環としてBCP研修を実施し，令和6年度のBCP策定義務化

に向け改めて周知等行った。

研修動画については過年度の研修分も含め集団指導の期間が過ぎても

動画の視聴を可能とし，不明な点があれば繰り返し視聴してもらうこ

とができるため，今後の実務に活用いただくことが可能であり，策定

率及び継続管理の向上を狙う。

災害時要援護者情報登録制

度

・災害時要援護者リストを町内会・民生委員などの地域団体等へ3回（6月・9月・3月）

配布。

・災害時要援護者情報登録制度登録者数：9,246人

　リスト提供先町内会数：1159団体

・地域における災害時要援護者支援に関する勉強会への出前講座4回，支援アドバイザー

の派遣1回

・コロナの影響を受け，令和２-3年度は民生委員児童委員から対象者への登録勧奨の依頼

を控えていたが，感染状況の動向を踏まえ，無理のない範囲で登録勧奨を依頼したとこ

ろ，昨年度より新規登録者数が増加した。

・在宅高齢者世帯調査の実施に合わせて災害時要援護者情報登録制度

の勧奨を民生委員児童委員に依頼するなど，支援の必要な方が登録さ

れるよう取り組みを進める。

・各区・支所窓口にて対象となる方への制度の案内や登録の勧奨を行

う。

・地域での取り組みを後押しするため，令和6年度に「地域での取り組

み事例集」の改訂版作成を目指し，取り組みが進んでいる地域の情報

収集を行う。

・災害時要援護者リストを町内会・民生委員などの地域団体等へ4回

（6月・9月・12月・3月）配布。

・災害時要援護者情報登録制度登録者数：10,370人

　リスト提供先町内会数：1134団体

・地域における災害時要援護者支援に関する勉強会への出前講座4回，

支援アドバイザーの派遣1回

・高齢者世帯調査が4年ぶりに行われ，民生委員等による調査時に登録

勧奨を行った結果，昨年度より1,000人以上登録者が増加した。

・在宅高齢者世帯調査については事前に民生委員にリーフレットや申

請書を配布。その後民生委員が訪問した際に，リーフレット等で制度

の周知を図るよう依頼した。

・各区・支所で窓口で引き続き対象となる方への制度の案内や，登録

の勧奨を行った。

・「地域での取り組み事例集」の改訂版については，本格的な活動が

コロナウィルスの影響で数年実施できていない地域がほとんどのた

め，作成を見送った。

⑤安心して暮ら

せる生活環境の

整備

（３）防災・減災等

（２）サービス提供

体制の基盤整備
指導監査の推進

・災害時個別支援計画未策定の在宅人

工呼吸器常時装着児者への計画策定

・支援者間で定期的に災害時個別支援

計画の検証・修正を行う仕組みづくり

指定障害福祉サービス事業所の増加に

伴う，不適切な届出や請求等の案件の

増加

〇実地指導・監査，任意訪問

　組織改正や令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が感染症法上5

類に引き下げられたことにより，昨年度に比べ実地指導等の件数が増

加した。

　また，不正疑いの情報提供があった事業所に対しても機動的に訪

問・調査を行うことができた。

　今後も引き続き実地指導を中心に，事業所の運営適正化に向けて指

導・監査に努め，更なる指導件数の増加を図る。

○集団指導

内容については実地指導や指導監査等で実際に指摘した事例等の紹

介，令和6年度より義務化となる事項を中心に，運営適正化のための周

知・指導を行った。

○実地指導・監査　計34箇所（60サービス）

・障害者支援施設　4箇所（13）

・障害福祉サービス事業所　13箇所（25）

・障害児入所施設　2箇所（5）

・障害児通所支援事業所　4箇所（6）

・相談支援事業所　0箇所（0）

・地域活動支援センター等　0箇所（0）

・福祉ホーム　0箇所（0）

・児童発達支援センター　11箇所（11）

※（）内はサービス数

※上記は事業所単位であり，法人単位ではない

※同一施設内で複数のサービスを提供している場合，箇所数はいずれか１項目にのみ計上

○新規事業所訪問　計10箇所（15サービス）

・障害福祉サービス事業所　7箇所（9）

・障害児通所支援事業所　3箇所（6）

〇集団指導

　令和4年度はオンライン研修（オンデマンド配信）を2回実施。実地指導や指導監査等で

指摘した事例等の紹介等を含めた複数の項目において，講義動画の配信及び資料を掲載

し，受講後，自主点検票を提出いただいた。

【第1回】

受講期間：R4.10.7～R4.11.2

参加事業所数：819事業所

【第2回】

受講期間：R5.2.28～R5.3.20

参加事業者数：1,105事業所

　従来の対面での集団指導と比較し，オンライン研修では人数面の制約が少なく，時間調

整等も容易であるため，より多くの事業所職員が参加することが可能となり，障害福祉

サービス事業所等の適正な運営において必要な指導を行うことができる見込みである。

○実地指導・監査　計93箇所（141サービス）

・障害者支援施設　5箇所（16）

・障害福祉サービス事業所　54箇所（78）

・障害児入所施設　1箇所（1）

・障害児通所支援事業所　15箇所（28）

・相談支援事業所　0箇所（0）

・地域活動支援センター等　5箇所（5）

・福祉ホーム　2箇所（2）

・児童発達支援センター　11箇所（11）

※（）内はサービス数

※上記は事業所単位であり，法人単位ではない

※同一施設内で複数のサービスを提供している場合，箇所数はいずれ

か１項目にのみ計上

○任意訪問　計28箇所（34サービス）

・障害福祉サービス事業所　19箇所（23サービス）

・障害児通所支援事業所　9箇所（11サービス）

〇集団指導

　令和5年度はオンライン研修（オンデマンド配信）を2回実施。実地

指導や指導監査等で指摘した事例等の紹介等を含めた複数の項目にお

いて，講義動画の配信及び資料を掲載し，受講後，自主点検票を提出

いただいた。

【第1回】

受講期間：R5.10.10～R5.11.6

参加事業所数：1,215事業所

【第2回】

受講期間：R6.2.27～R6.3.18（予定）

参加事業所数：1,225事業所（見込み）

○実地指導・監査，新規事業所その他訪問

　新型コロナウィルス感染症の拡大防止には引き続き考慮しつつも，

障害福祉サービス等の質の確保・向上及び自立支援給付の適正化を図

るため，引き続き精力的に実地指導を中心に指導・監査に努めてい

く。

　更に，不正疑いの情報提供があった事業所に対しても，機動的に訪

問・調査を行なうことによって，早期に事業所運営や利用者処遇の改

善を促していく。

〇集団指導

　オンラインでの集団指導を基本とし，内容については実地指導や指

導監査等で実際に指摘した事例等の紹介を中心に，運営適正化のため

の指導を継続する。
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令和5年度　仙台市障害者保健福祉計画の施策体系に基づく各施策の推進状況

重点分野を中心

とした主な事業

中間評価報告書におけ

る左記事業の主な課題
令和4年度質的モニタリングで出た意見等

量的モニタリング結果

（令和4年度実績及び評価）

令和5年度事業の進め方

（重点分野を中心とした主な事業）
令和５年度実績（見込み） 左記に対する評価

現計画における施策体

系

・令和５年度は，障害者保健福祉計画（平成30年度～令和５年度）の最終年度であり，令和２年度に策定した中間評価報告書の内容および令和４年度の量的・質的モニタリング結果等も踏まえ，施策を進める年度である。

・施策体系ごとの推進状況について，令和3年度より進捗管理を行っているもの。

障害福祉サービス従事者確

保支援

・事業所の枠を超えた職員の交流等に

よる人材確保定着支援の強化

・障害福祉サービスのイメージ向上

　 <特設サイトの開設>

・障害理解啓発と障害福祉分野の人材確保に向けた広報のため，特設サイト「無関心を壊

せ。違いに目を向けよう。」の開設及びサイト誘導のためのWeb広告を実施。(サイト公

開期間：令和4年11月21日～令和5年3月31日，Web広告期間：令和4年12月1日～12月21

日)

・Web広告表示回数2,023,883回，クリック数10,620回，クリック率0.52％

・サイト閲覧数　11,260回

<人材確保・定着に向けたセミナーの開催>

・「人材確保計画の作成と活用方法セミナー」の開催(令和5年2月21日開催)

・参加事業所数： 26事業所

Webを活用した広報については，昨年度を大きく上回るクリック数/クリック率となった

ことから，より多くの方に情報を発信することができたものと評価できる。

また，事業所向けセミナーについては，当初定員を超える申し込みがあったことから，事

業所のニーズにマッチしたセミナーを提供できたものと考えられる。

令和4年度の事業実績や事業所の人材確保に関する現状等に基づき，引

き続きWebを活用した広報を実施するほか，人材確保(採用)と定着(離

職防止)の各観点から，事業所支援を実施する。

<特設サイトの運営>

・障害理解啓発と障害福祉分野の人材確保に向けた広報のため，特設

サイト「無関心を壊せ。違いに目を向けよう。」の運営及びサイト誘

導のためのWeb広告を実施。

・仙台市障害者差別解消条例の令和5年10月1日改正にともなう紹介

ページを同サイト内に掲載した。

・サイト公開期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日

・Web広告期間：令和5年9月20日～10月5日，令和5年11月1日～令和

6年1月31日

・Web広告表示回数 2,244,680回，クリック 数16,006回，クリック率

0.71％

・サイト閲覧数　4月実績確定

<人材確保・定着に向けたセミナーの開催>

・令和5年度障害福祉人材確保戦略セミナーの開催(令和6年2月2日開

催：テーマ「事業所の魅力が伝わる採用広報」)

・参加事業所数： 10事業所

特設サイトでの障害理解啓発については，公開期間の通年化や各種啓

発事業による広報により大幅に閲覧数が増加し，障害理解促進による

イメージアップ効果が見込まれた。今後は，「障害理解普及の入口」

となるポータルサイトを立ち上げ，更なる障害理解促進を進めてい

く。

また，人材確保・定着に向けたセミナーについては，事業所を対象と

して若手採用に効果的なSNSなども含む採用広報をテーマに開催する

ことができたものの，学生など就職希望者へのアプローチについては

令和６年度以降の課題である。

⑤安心して暮ら

せる生活環境の

整備

（４）事業所支援・

人材支援

各専門相談機関や相談支援

事業所，障害者就労支援セ

ンター等による研修やセミ

ナー等の実施

・事業所の枠を超えた職員の交流等に

よる人材確保定着支援の強化

・障害福祉サービスのイメージ向上

(障害者総合支援ｾﾝﾀｰ）

事業所（支援者）同士の顔の見える関係が大切であり，こういった関係性がある

と自分がわからないことがあった際に教えてもらえることもある。また，支援者

は当事者の方々の一瞬の幸せのために業務に従事している等のお話しがあった。

研修会実施にあたっては，知識だけではなく，支援の考え方を共有できるような

グループワーク等も検討する。

【障害者総合支援センター】

・高次脳機能障害支援者研修

    基礎講座(オンデマンド配信）88名受講

　ステップアップ研修18名受講

・呼吸リハビリテーション支援者研修会

　2月10日開催　28名参加

・福祉用具専門研修会（車椅子適合支援研修会）

　R5.3月せんだいチューブで動画配信にて実施済

・重度障害者コミュニケーション支援研修会

　R4.11.30開催　34名参加

オンデマンド配信やWEB開催の形式を取り入れたことで昨年度よりも受講者数が増加し

た。基礎研修等の座学メインの研修については，今後も同様の形式で実施する方向性。

【精神保健福祉総合センター】

・精神保健福祉初任者研修 1回開催 132名参加

・依存症関連問題研修会 1回開催(ハイブリッド) 65名参加

・アディクションについての支援者向け勉強会 年10回開催 98名参加

・ゲートキーパー養成研修 1回開催(オンライン) 87名参加　他に，せんだいtube動画配信

を実施

・自死専門職研修 1回開催(オンデマンド配信) 146名参加

・思春期問題研修講座 1回開催(オンデマンド配信) 145名参加

研修を開催するにあたっては，ハイブリッド型やオンデマンド配信を取り入れるなど，受

講しやすい環境を整備して実施した。

【発達相談支援センター】

（実績）

１）発達障害基礎講座(オンデマンド配信（9/15～3/31）…第一部　1,893回再生，第二部

1,181回再生

２）アーチル発達障害特別講座…研修会　35名参加，事例検討会 3回，延べ78名参加

３）医療的ケア児等コーディネーターフォローアップ研修（宮城県と共催）…１回開催，

28名参加（うち市内10名）

４）アーチル夏の研修会(オンデマンド配信7/21～8/26）（市立学校教職員対象）…118

校　1,083名視聴

５）生活介護研修…1回目12名参加(対面・オンライン)，2回目47名参加(対面)

６）行動障害研修(訪問型研修)…３回開催，延べ35名参加

７）就労系研修47名参加(オンライン)

８) トラブルシューターネットワーク事業…研修会１回(35名参加)，事例検討会３回(延べ

78名参加)

９) 宮城県・仙台市かかりつけ医等発達障害対応力向上研修（県内の小児科医を対象(オン

ライン研修 12/11)）…11名参加

10) 宮城県・仙台市医療的ケア児等支援者・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成研修…支援者 99名参加(オンデ

マンド)，ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 29名参加(対面)

11) アーチル療育セミナー　3/8，322名参加　，　12) アーチル20周年記念研修会

11/29開催，360名参加

（評価）

・支援が難しいケースの検討等を通して，司法分野など，新たな分野との連携のあり方を

模索する機会も始まった。

・療育セミナーにおいては，発達障害者支援地域協議会(作業部会)での視察先の支援者を

講師に招き，部会員にもシンポジストとして登壇いただくなど，発達障害者支援地域協議

会の協議や取り組みと連動した市民啓発を実施した。

・従来の集合型研修が実施できたことに加えて，オンデマンド研修や訪問型研修，対面と

オンデマンドのハイブリッド研修など，研修実施方法の幅が広がった。

・ただし，継続実施している研修のなかには，令和３年度比で参加者が減少しているもの

もあることから，今後の実施にあたっては，企画や実施方法などに検討が必要な研修も見

られた。

【障害者総合支援センター】

・高次脳機能障害支援者研修　年2回開催予定

・呼吸リハビリテーション支援者研修会　年１回開催予定

・福祉用具専門研修会（車椅子適合支援研修会）　年1回開催予定

・重度障害者コミュニケーション支援研修会　年1回開催予定

【精神保健福祉総合センター】

・精神保健福祉初任者研修 年1回開催予定

・依存症関連問題研修会 年1回開催予定

・アディクションについての支援者向け勉強会 年10回開催予定

・ゲートキーパー養成研修 年1回開催及びせんだいtube動画配信を継

続

・自死専門職研修 年1回開催予定

・思春期問題研修講座　年1回開催予定

【発達相談支援センター】

・アーチルの相談や所管する事業における課題等の解決に向け，受講

対象者のニーズに合わせた企画内容と実施方法の検討を行う。

【障害者総合支援センター】

・高次脳機能障害支援者研修

   基礎講座(オンデマンド配信）112名受講

　 ステップアップ研修67名受講

・呼吸リハビリテーション支援者研修会　R6年2月16日開催予定

・重度障害者コミュニケーション支援研修会　51名参加

【精神保健福祉総合センター】

・精神保健福祉基礎講座（初任者研修）2回開催

前期研修　104名参加　後期研修　54名参加予定

・依存症関連問題研修会 （ハイブリッド開催）1回開催　41名参加

・アディクションについての支援者向け勉強会 年10回開催予定　200

名参加予定

・ゲートキーパー養成研修（オンライン開催） 年1回開催　66名参加

及びせんだいtube動画配信を継続　30回予定

・自死専門職研修 年1回開催　140名参加予定

・思春期問題研修講座　年1回開催　130名参加

【発達相談支援センター】

1）発達障害基礎講座(オンデマンド配信（9/22～3/31予定）…第一部

1,482回再生，第二部　791回再生(R5.12末時点)

2）アーチル発達障害特別講座(医療的ケア児等コーディネーターフォ

ローアップ研修）…１回開催，29名参加（うち市内17名）

3）アーチル夏の研修会(オンデマンド配信7/18～8/28）（市立学校教

職員対象）…124校　1,139名視聴

4）生活介護研修…1回目27名参加(対面)，2回目 2/22実施(対面)

5）行動障害研修(訪問型研修)…年度内に1回実施予定

6）就労系研修…1/30実施（対面）50名参加

7) トラブルシューターネットワーク事業…研修会１回(34名参加)，事

例検討会2回(延べ49名参加)

8) 宮城県・仙台市かかりつけ医等発達障害対応力向上研修（県内の小

児科医を対象(対面 12/17)）…17名参加

9) 宮城県・仙台市医療的ケア児等支援者・コーディネーター養成研修

…支援者 68名参加(対面)，コーディネーター 44名参加(対面)

10) アーチル療育セミナー　3/5開催予定(定員250名)

【障害者総合支援センター】

・高次脳機能障害支援者研修基礎講座はオンデマンド配信にすること

で多くの人に受講してもらえた。ステップアップ研修は集合形式で実

施。専門的な内容について講師に直接講義してもらうことで，理解

力，満足度ともに高かった。

・重度障害者コミュニケーション支援研修会では，ALS当事者に講師

を依頼し，コミュニケーション支援の重要性を当事者目線で伝えても

らえることで，理解力，満足度ともに高かった。また，講義終了後に

は機器展示を開催。コミュニケーション機器を実際に見て触れてもら

うことで，支援のイメージが持ちやすくなることから好評であった。

【精神保健福祉総合センター】

研修を開催するにあたっては，ハイブリッド型やオンデマンド配信を

取り入れるなど，受講しやすい環境を整備して実施した。

【発達相談支援センター】

・新型コロナウイルス感染症が感染症法上5類に移行したことにより，

対面型の研修実施が増えた。以前のように参加者同士がグループワー

クや意見交換などを通して，オンラインよりも活発な交流や，やり取

りが行われるようになったことで，知識の学びだけでなく，支援者同

士の顔の見える関係づくりや，課題や支援の視点を共有する機会にも

つながった。

・一方，座学系の研修の場合は，オンデマンド配信の利点を生かし，

参加者の都合に合わせて柔軟な受講ができ，配信期間内に繰り返し学

べる点が好評。

14／14


